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は
じ
め
に

　
カ
ナ
ダ
の
議
会
政
治
は
、
世
界
で
も
っ
と
も
安
定
し
た
歴
史
を
も
っ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
連
邦
国
家
と
い

う
連
邦
の
名
称
が
示
す
よ
う
に
、
国
自
体
は
決
し
て
統
治
し
や
す
い
国
で
は
な
い
。
広
大
す
ぎ
る
国
土
、
散
在
す
る
人
口
、
人
種
も
宗
教

も
そ
し
て
言
語
も
異
な
る
多
民
族
が
存
在
し
、
国
民
の
半
分
は
イ
ギ
リ
ス
系
で
あ
る
が
、
三
割
は
フ
ラ
ン
ス
系
で
あ
り
、
し
か
も
フ
ラ
ン

ス
系
カ
ナ
ダ
人
の
大
半
は
ケ
ベ
ッ
ク
州
に
集
中
し
て
い
る
。

　
経
済
的
に
み
て
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
国
境
を
接
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
貿
易
の
七
割
が
ア
メ
リ
カ
と
の
間
で
行
わ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
金
融
政
策
は
ア
メ
リ
カ
と
連
動
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
、
カ
ナ
ダ
は
対
ア
メ
リ
ヵ
依
存
の
比
重
を
減
ら
し
て
、
日
本
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
他
地
域
と
の
関
係
を
積
極

的
に
推
進
す
る
と
い
う
「
第
三
の
選
択
」
と
も
い
う
べ
き
政
策
を
導
入
し
た
。
こ
の
政
策
に
よ
っ
て
カ
ナ
ダ
は
今
や
世
界
の
主
要
国
家
と

し
て
の
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
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と
こ
ろ
で
、
日
本
と
カ
ナ
ダ
の
関
係
は
、
一
言
に
し
て
い
え
ぽ
、
古
く
て
か
つ
新
し
い
関
係
で
あ
る
と
い
え
る
。
新
し
い
関
係
と
は
、

一
九
七
四
年
の
ト
ル
ド
ー
（
↓
叶
昆
魯
已
）
・
田
中
両
元
首
相
会
談
を
契
機
に
し
て
、
文
化
、
政
治
、
経
済
、
科
学
技
術
な
ど
の
分
野
で
の
交

流
が
活
発
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
律
分
野
に
お
け
る
交
流
は
近
年
徐
々
に
深
め
ら
れ
て
き
た
も
の
の
こ
れ
か

ら
と
い
っ
た
状
況
に
あ
る
。

　
そ
の
カ
ナ
ダ
は
、
一
九
八
二
年
に
憲
法
的
法
律
（
O
O
口
ω
⇔
一
⇔
已
⇔
一
〇
口
自
一
　
＞
O
［
）
を
制
定
し
た
。
こ
の
憲
法
的
法
律
は
、
七
章
に
ょ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
「
権
利
と
自
由
の
憲
章
」
（
○
庁
飴
詳
o
叶
o
｛
ヵ
一
σ
q
宮
。
・
き
江
哨
『
o
o
皇
o
日
ω
）
を
定
め
、
つ
づ
い
て
カ
ナ
ダ
原
住
民

の
権
利
（
第
二
章
）
、
地
域
の
不
均
衡
の
是
正
（
第
三
章
）
、
憲
法
会
議
（
第
四
章
）
、
憲
法
改
正
手
続
（
第
五
章
）
、
一
八
六
七
年
憲
法
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

法
律
の
修
正
（
第
六
章
）
、
総
括
規
定
（
第
七
章
）
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
い
る
。
い
ま
ま
で
の
カ
ナ
ダ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
同
じ
く
議
会

法
や
慣
習
法
の
歴
史
的
原
則
、
司
法
制
度
の
公
正
さ
に
よ
っ
て
個
人
を
国
家
、
行
政
（
警
察
）
か
ら
保
護
す
る
道
を
選
ん
で
い
た
が
、
こ

の
憲
法
的
法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
カ
ナ
ダ
人
の
権
利
や
自
由
が
よ
り
一
層
強
く
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
わ
け
て
も
、
カ
ナ
ダ
人
の

「
権
利
と
自
由
の
憲
章
」
で
は
、
基
本
的
自
由
を
は
じ
め
民
主
的
権
利
、
移
転
の
権
利
、
司
法
上
の
権
利
、
平
等
権
、
公
用
語
、
少
数
言

語
教
育
権
、
男
女
平
等
の
保
障
な
ど
を
定
め
て
い
る
。
小
稿
の
検
討
の
対
象
と
な
る
選
挙
権
に
つ
い
て
も
、
「
権
利
と
自
由
の
憲
章
」
に

「
す
べ
て
の
カ
ナ
ダ
市
民
は
、
下
院
及
び
州
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
権
お
よ
び
被
選
挙
権
を
有
す
る
」
（
第
三
条
）
と
定
め
て

い
る
。

　
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
人
の
選
挙
権
は
、
欧
米
諸
国
と
同
様
に
一
朝
一
夕
に
保
障
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
と
く
に
、
連
邦
国
家
の
下
院
議

員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
に
男
子
に
、
一
九
二
八
年
に
は
女
子
に
政
治
的
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
、
こ
こ
で
ま
ず
の
べ
て
お
こ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
カ
ナ
ダ
国
民
に
保
障
さ
れ
て
い
る
選
挙
権
を
具
体
化
す
る
選
挙
法
制
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の



で
あ
ろ
う
か
。

小
稿
で
は
、
カ
ナ
ダ
連
邦
国
家
の
選
挙
制
度
に
限
定
し
、
そ
の
制
度
の
仕
組
み
と
実
態
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
あ
る
。

の
選
挙
法
制
の
検
討
も
わ
が
国
の
選
挙
法
制
の
改
革
に
少
な
か
ら
ず
示
唆
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
の
こ

一
、
議
会
政
治
の
概
観
と
特
徴
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カ
ナ
ダ
の
選
挙
法
制
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
議
会
政
治
の
構
造
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　
カ
ナ
ダ
連
邦
の
政
治
機
構
は
、
二
八
六
七
年
英
領
北
ア
メ
リ
カ
法
」
（
b
d
『
｛
江
ω
庁
2
0
詳
庁
〉
日
o
「
一
8
昌
＞
9
）
を
根
拠
と
し
て
生
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
法
律
は
カ
ナ
ダ
の
発
展
に
伴
い
一
〇
回
以
上
に
わ
た
る
修
正
と
三
九
三
一
年
ウ
エ
ス
ト
、
、
、
ン
ス
タ
ー

法
」
（
司
汀
6
力
冨
合
9
0
〔
綱
o
む
・
け
目
ぼ
ω
吟
電
）
の
制
定
に
よ
り
や
や
変
化
を
み
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
言
に
し
て
い
え
ぽ
、
イ
ギ
リ
ス
議

会
政
治
の
慣
行
を
受
け
つ
い
で
い
る
点
で
は
変
り
が
な
い
。
カ
ナ
ダ
で
は
政
治
機
構
（
政
府
）
の
頂
点
に
あ
る
の
が
イ
ギ
リ
ス
国
（
女
）

王
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
国
内
で
は
国
（
女
）
王
が
不
在
の
時
は
総
督
（
O
o
＜
o
『
ロ
0
7
Ω
。
ロ
6
「
巴
）
が
代
表
し
て
い
る
。
そ
の
総
督

に
助
言
を
与
え
る
の
が
形
式
的
に
は
枢
密
院
顧
問
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
枢
密
院
顧
問
と
な
り
、
下
院
に
対
し
て
責
任
を
負
う
内
閣
の

メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
内
閣
の
中
心
に
い
る
首
相
は
、
通
常
の
場
合
、
議
会
（
下
院
）
に
議
席
を
も
っ
議
員
で
あ
り
、
多
数
党
の
党
首
で
あ

り
、
形
式
的
に
は
総
督
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
首
相
は
、
下
院
に
議
席
を
も
つ
自
分
の
党
の
議
員
の
中
か
ら
閣
僚
を
選
ぶ

の
で
あ
る
。

　
議
会
は
国
王
、
上
院
（
ω
o
ロ
9
0
）
お
よ
び
下
院
（
田
o
已
ω
。
o
｛
O
o
日
日
o
づ
切
）
か
ら
な
る
。
議
会
は
イ
ギ
リ
ス
議
会
か
ら
譲
渡
さ
れ
た

す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
権
限
を
有
す
る
。
議
会
に
お
け
る
国
王
は
法
律
案
を
は
じ
め
多
く
の
事
項
を
裁
可
す
る
権
能
を
有
す
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る
が
、
現
実
に
そ
れ
は
総
督
に
よ
っ
て
代
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
総
督
は
拒
否
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
慣
行
が
存

在
し
て
い
る
。

　
上
院
（
o
力
o
ロ
暮
o
）
は
一
〇
四
人
の
議
員
か
ら
な
る
。
上
院
議
員
は
各
州
単
位
で
首
相
に
よ
っ
て
選
ぼ
れ
、
そ
の
首
相
の
助
言
で
総
督
に

よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
連
邦
の
創
立
者
は
、
上
院
を
”
冷
静
な
再
考
（
ω
o
ひ
魯
゜
。
0
8
昌
工
庁
o
民
）
”
の
場
と
し
て
、
ま
た
下
院
の
急
進
主
義

に
対
す
る
財
産
権
擁
護
の
場
と
し
て
期
待
し
た
。
上
院
議
員
は
首
相
に
よ
っ
て
実
質
上
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
治
的
、
か
つ
党

派
的
な
基
盤
に
た
つ
も
の
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
、
政
権
を
握
っ
て
い
る
党
の
忠
実
な
支
持
者
で
占
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
批
判
が
あ

る
。
ま
た
、
一
九
六
五
年
六
月
ま
で
上
院
議
員
に
は
任
期
は
な
く
終
身
で
あ
っ
た
が
、
以
後
七
五
歳
と
い
う
年
齢
制
限
が
施
か
れ
た
。
上

院
議
員
の
地
位
を
得
る
資
格
は
、
三
〇
歳
以
上
の
市
民
で
任
命
を
受
け
る
州
に
居
住
し
、
か
つ
そ
の
州
に
動
産
、
不
動
産
で
四
、
○
○
○

ド
ル
以
上
の
財
産
を
有
す
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。

　
各
州
な
い
し
準
州
の
議
員
割
当
数
は
、
オ
ン
タ
リ
ォ
州
と
ケ
ベ
ッ
ク
州
が
と
も
に
二
四
議
席
ず
っ
、
東
部
沿
岸
諸
州
も
西
部
諸
島
州
も

と
も
に
二
四
議
席
ず
つ
割
り
当
て
ら
れ
、
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
は
カ
ナ
ダ
連
邦
に
加
盟
し
た
時
に
六
議
席
割
り
当
て
ら
れ
、
七
五
年

に
は
二
つ
の
準
州
（
ユ
ー
コ
ン
お
よ
び
北
西
準
州
）
が
そ
れ
ぞ
れ
一
議
席
ず
つ
割
り
当
え
ら
れ
た
。
上
院
は
こ
の
よ
う
な
議
員
数
の
配
分

に
よ
っ
て
各
州
の
地
域
的
性
格
を
も
た
せ
て
い
る
。

　
上
院
の
権
限
は
、
下
院
と
大
体
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
上
院
は
い
か
な
る
法
律
案
に
対
し
て
も
拒
否
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
過

去
三
〇
年
間
一
度
も
行
使
し
た
こ
と
は
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
上
院
に
あ
っ
て
、
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
、
上
院
委
員
会
に
よ
る
調
査
活
動
で
あ
る
。
こ
の
活
動
は
下
院
以
上
に
活
発
で
あ
る
。
お
け
て
も
「
財
務
及
び
銀
行
業
務
に
関
す
る
上

院
常
任
委
員
会
」
が
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
を
み
る
と
、
財
界
、
金
融
業
界
と
密
接
な
つ

な
が
り
を
も
っ
者
が
多
く
、
客
観
性
に
つ
い
て
疑
問
で
あ
る
と
す
る
批
判
も
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
上
院
の
活
動
に
対
し
疑
問
を
も
つ
者
も
い
る
が
、
上
院
の
改
革
論
老
た
ち
は
、
上
院
は
下
院
以
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を

提
起
す
る
場
と
し
て
、
わ
け
て
も
よ
り
高
度
な
専
門
的
な
知
識
を
も
つ
場
と
し
て
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
下
院
（
エ
2
・
。
⑦
o
｛
O
o
日
日
o
目
ω
）
は
、
国
民
の
投
票
に
よ
り
選
ぽ
れ
た
代
表
機
関
で
あ
る
。
議
員
定
数
は
二
八
二
人
で
あ
る
。
詳
し
く

は
の
ち
に
の
べ
る
が
、
議
員
は
小
選
挙
区
制
に
よ
っ
て
選
ぼ
れ
て
い
る
。
議
員
の
任
期
は
五
年
で
あ
る
が
、
首
相
は
総
督
の
同
意
が
得
ら

れ
れ
ば
い
つ
で
も
任
期
内
で
下
院
を
解
散
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
下
院
の
権
限
は
、
首
相
の
任
命
、
法
律
制
定
権
、
歳
出
・
歳
入
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

制
定
権
、
行
政
の
監
督
権
な
ど
多
く
に
お
よ
ん
で
い
る
。
財
政
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
は
下
院
の
先
議
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
下
院
で
法
律
案
を
立
法
化
す
る
過
程
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
に
三
読
会
制
を
採
用
し
て
い
る
が
、
一
九
六
八
年
か
ら
そ
の
審
議
過
程
に

お
け
る
委
員
会
の
役
割
は
い
ま
ま
で
の
全
院
委
員
会
中
心
か
ら
常
任
委
員
会
中
心
に
変
っ
て
き
て
い
る
。
や
や
く
わ
し
く
み
る
と
、
ま
ず

下
院
の
開
会
は
、
議
会
開
会
式
勅
語
と
呼
ぼ
れ
る
政
府
の
政
策
内
容
の
公
式
表
明
で
は
じ
ま
る
。
こ
の
公
式
表
明
の
内
容
は
、
八
日
間
の

一
般
討
論
に
付
せ
ら
れ
た
後
、
そ
の
所
信
表
明
に
し
た
が
っ
て
第
一
読
会
に
法
律
案
が
上
程
さ
れ
る
。
そ
の
法
律
案
を
上
程
す
る
許
可
は

議
長
か
ら
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
法
律
案
を
審
議
す
る
動
議
が
第
一
読
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
と
、
そ
の
法
律
案
は
印
刷
に
付
さ
れ
、

そ
し
て
議
員
に
配
布
さ
れ
る
。
法
律
案
が
提
出
さ
れ
る
優
先
順
位
は
内
閣
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
議
員
が
法
律
案
を
検
討
し
、
一
定
期

間
を
経
過
す
る
と
、
第
二
読
会
へ
の
動
議
が
提
案
さ
れ
、
法
律
案
に
関
す
る
討
議
が
続
け
ら
れ
る
。
第
二
読
会
で
議
員
の
票
決
に
よ
っ
て

法
律
案
の
原
則
が
承
認
さ
れ
る
と
、
そ
の
法
律
案
は
常
任
委
員
会
に
送
付
さ
れ
修
正
を
含
め
て
逐
一
検
討
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
常
任
委
員

会
の
審
議
を
経
る
と
、
委
員
会
委
員
長
は
法
律
案
を
審
議
・
可
決
す
る
下
院
に
対
し
て
、
そ
の
審
議
の
経
過
を
報
告
す
る
。
下
院
議
員

は
、
さ
ら
に
法
律
案
に
問
題
が
あ
れ
ば
そ
の
場
で
修
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
委
員
会
委
員
長
に
よ
る
報
告
が
終
る
と
、
法
律
案
は

最
終
段
階
で
あ
る
第
三
読
会
に
か
け
ら
れ
る
。
第
三
読
会
で
は
、
そ
の
法
律
案
が
承
認
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
野
党
が
強
く
反
対

し
て
抵
抗
す
る
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
て
そ
の
法
律
案
が
第
三
読
会
を
通
過
す
る
と
、
そ
れ
は
上
院
に
送
付
さ
れ
、
下
院
同
様
の
手
続
が
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と
ら
れ
る
。
な
お
、
第
二
読
会
で
承
認
さ
れ
た
後
、
法
律
案
を
検
討
す
る
常
任
委
員
会
は
約
二
〇
人
な
い
し
三
〇
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
、

農
業
、
保
健
、
福
祉
お
よ
び
社
会
問
題
、
水
産
お
よ
び
森
林
、
司
法
お
よ
び
法
務
、
財
務
、
経
済
、
貿
易
、
外
務
お
よ
び
国
防
な
ど
一
八

を
数
え
て
い
る
（
一
九
七
六
年
現
在
）
。
外
務
お
よ
び
国
防
に
関
す
る
常
任
委
員
会
は
三
〇
人
の
委
員
か
ら
な
る
。
ま
た
、
注
目
さ
れ
る
委

員
会
と
し
て
、
上
・
下
両
院
合
同
で
設
け
ら
れ
た
規
制
お
よ
び
法
律
制
度
常
任
委
員
会
（
↓
古
。
○
。
日
巨
詳
。
。
o
ロ
問
。
σ
q
巳
餌
亘
o
p
ω
き
匹

○
書
2
白
り
富
静
葺
o
昌
甘
。
・
言
β
目
。
舜
ω
）
が
あ
り
、
そ
の
委
員
会
で
は
委
任
立
法
（
エ
o
一
〇
σ
q
g
o
匹
一
〇
σ
q
一
ω
一
〇
江
o
昌
）
を
審
査
し
て
い
る
こ
と
で

　
（
4
）

あ
る
。
右
の
よ
う
な
各
種
の
常
任
委
員
会
は
政
府
各
省
に
対
応
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
委
員
会
制
度
の
採
用
に
よ

っ
て
、
陣
笠
議
員
の
発
言
力
が
増
し
、
ま
た
地
域
に
係
わ
る
法
律
案
に
つ
い
て
は
利
害
が
一
致
す
る
他
党
議
員
と
協
力
し
て
そ
の
法
律
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
制
定
に
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
特
別
委
員
会
（
o
力
喝
o
合
巴
O
o
日
日
一
口
o
o
）
を
会
期
中
に
設
け
る
こ
と

が
で
き
る
し
、
合
同
特
別
委
員
会
も
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
に
、
こ
の
合
同
特
別
委
員
会
は
、
一
九
八
二
年
憲
法
の
改
正
を
検
討

す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
て
い
た
し
、
ま
た
議
員
の
権
利
お
よ
び
免
責
な
ど
を
検
討
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
下
院
は
議
事
手
続
を
公
正
か
つ
機
能
的
に
運
用
す
る
た
め
に
議
長
を
お
く
。
議
長
は
下
院
の
選
挙
で
選
ぼ
れ
る
が
、
実
際
は
首

相
が
野
党
の
有
力
者
と
相
談
の
後
指
名
す
る
。
一
九
六
〇
年
代
の
後
半
に
は
こ
の
よ
う
な
党
派
性
の
濃
い
選
出
方
法
は
廃
止
さ
れ
た
が
、

ト
ル
ド
ー
首
相
に
な
っ
て
再
び
野
党
と
の
協
議
も
な
く
議
長
を
任
命
し
た
こ
と
か
ら
い
ま
ま
で
の
議
長
選
出
の
慣
行
を
狂
わ
せ
て
し
ま
っ

た
と
す
る
批
判
が
出
さ
れ
て
い
る
。

二
、
選
挙
権
・
選
挙
区
制

O
　
選
　
挙
　
権
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カ
ナ
ダ
で
は
右
の
よ
う
な
議
会
制
度
を
採
用
し
運
営
し
て
い
る
が
、
そ
の
議
会
（
下
院
）
の
代
表
者
は
、
国
民
の
選
挙
権
の
行
使
に
よ

っ
て
選
ぽ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
選
挙
権
は
代
表
を
選
出
す
る
た
め
の
重
要
な
政
治
的
権
利
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
そ
の

選
挙
権
は
ど
の
よ
う
な
形
で
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
カ
ナ
ダ
で
は
、
一
九
七
〇
年
以
降
、
一
八
歳
以
上
の
男
女
で
カ
ナ
ダ
市
民
（
〇
三
N
o
ロ
ω
臣
廿
）
権
を
有
す
る
者
に
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
て

い
る
（
現
在
、
一
、
八
〇
〇
万
人
）
。
一
九
六
八
年
の
下
院
の
選
挙
ま
で
は
選
挙
実
施
前
一
二
か
月
間
カ
ナ
ダ
に
居
住
し
た
と
こ
ろ
の
イ

ギ
リ
ス
臣
民
（
ω
β
ぴ
」
。
g
）
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
軍
人
は
年
齢
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
選
挙
権
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
祖
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
た
め
に
戦
う
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
投
票
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
年
齢
に
す
で
に
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
一
方
で
は
、
政
治
的
中
立
性
の
観
点
か
ら
連
邦
裁
判
官
（
ウ
江
o
日
一
ξ
－
〉
口
o
一
巳
江
］
巳
σ
q
o
ω
）
、
選
挙
管
理
責
任
者
（
宗
。

O
宮
o
⌒
国
一
〇
9
0
冨
一
〇
｛
恰
o
而
「
）
そ
の
協
力
者
、
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
管
理
人
（
弓
ゲ
o
男
o
言
日
芦
σ
q
O
｛
臣
。
o
「
）
に
は
、
選
挙
権
は
認

め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
犯
罪
者
、
精
神
異
常
者
、
過
去
の
選
挙
に
お
い
て
不
正
行
為
を
犯
し
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
も
の
も
選
挙
権
を
行
使

す
る
欠
格
者
と
し
て
制
限
さ
れ
て
い
る
。
わ
け
て
も
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
に
対
す
る
選
挙
権
の
剥
奪
に
つ
い
て
は
問
題
で
あ
る
と
す

る
見
解
も
あ
る
。
現
に
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
選
挙
法
（
弓
庁
o
国
一
。
。
江
o
目
巨
含
o
⌒
○
已
o
ぴ
o
。
）
で
は
不
正
な
選
挙
活
動
を
し
た
者
を
除
き
有

罪
判
決
を
受
け
た
者
に
対
し
て
も
選
挙
権
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
裁
判
官
や
選
挙
管
理
責
任
者
の
選
挙
権
の
制
限
に
つ
い
て
は
カ
ナ
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

で
み
ら
れ
る
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
裁
判
官
や
選
挙
管
理
責
任
老
の
選
挙
権
の
制
限
は
、
た
と
え
政
治
的
中
立
の
立
場
に
あ

る
者
と
し
て
も
許
さ
れ
て
よ
い
の
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。

　
カ
ナ
ダ
で
は
、
選
挙
権
お
よ
び
選
挙
制
度
を
保
障
し
た
自
治
領
選
挙
法
（
O
o
日
日
戸
o
昌
国
8
0
江
o
ロ
》
o
⇔
）
を
一
九
二
〇
年
に
制
定
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

が
、
そ
れ
以
前
ま
で
は
各
州
で
制
定
す
る
独
自
の
州
選
挙
法
に
も
と
つ
い
て
下
院
の
代
表
を
選
ん
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
代
表
を
選
出

す
る
選
挙
年
齢
は
異
っ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
各
州
議
会
の
代
表
者
を
選
出
す
る
選
挙
権
（
選
挙
年
齢
）
に
つ
い
て
の
べ
る
と
、
一
〇
州
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の
う
ち
、
た
と
え
ぽ
、
ニ
ュ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
ズ
ゥ
イ
ッ
ク
州
、
サ
ス
カ
チ
ュ
ー
ワ
ン
州
、
ヶ
ベ
ッ
ク
州
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
、
プ
リ
ン
ス
・

エ
ド
ワ
ー
ド
島
の
州
民
は
一
八
歳
以
上
で
あ
り
、
ア
ル
バ
ー
タ
州
、
ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
、
ノ
バ
ス
コ
シ
ア
州
、
ニ
ェ
ー
・

フ
ァ
ン
ト
ラ
ン
ド
州
は
一
九
歳
以
上
の
州
民
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
連
邦
お
よ
び
州
民
の
選
挙
権
は
、
各
州
に
よ
り
異
り
簡
単
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
他
の
諸
国
に
く
ら

べ
て
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
J
・
リ
ッ
カ
教
授
と
J
・
セ
イ
ウ
ェ
ル
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ

て
い
る
。

　
第
一
に
、
カ
ナ
ダ
で
は
イ
ギ
リ
ス
と
異
な
り
、
特
権
的
な
立
場
を
擁
護
す
る
強
力
な
貴
族
階
級
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
、
イ
ギ
リ
ス

に
み
ら
れ
た
天
三
二
年
の
竺
次
選
挙
法
改
芙
豪
勾
゜
⌒
°
§
〉
§
；
ω
“
・
）
の
よ
う
な
激
し
い
争
い
は
お
こ
ら
な
か
・
璽

　
第
二
に
、
一
七
九
一
年
の
憲
法
的
法
律
（
O
o
ロ
ω
江
合
江
o
ロ
巴
巨
9
）
に
よ
っ
て
、
ア
ッ
パ
ー
カ
ナ
ダ
（
d
唱
喝
2
0
§
。
合
）
と
ロ
ア
ー

・
ナ
ダ
（
い
・
ー
『
・
琶
に
代
議
制
が
設
け
ら
れ
た
適
そ
の
鷺
ω
華
の
土
地
所
有
煮
旬
年
間
二
〇
ド
ル
の
地
代
を
支
払
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

能
力
の
あ
る
者
、
お
よ
び
…
m
年
間
三
〇
ド
ル
以
上
の
収
入
を
も
つ
男
子
に
の
み
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
要
件
は
か
な
り
緩
か
な
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

限
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
男
子
の
多
く
が
投
票
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
第
三
に
、
一
八
八
八
年
に
マ
ニ
ト
バ
州
と
オ
ン
タ
リ
オ
州
で
は
財
産
権
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
一
歳
以
上
の
男
子
に
選
挙
権
が
認

め
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
州
の
選
挙
に
お
け
る
州
民
の
選
挙
権
が
連
邦
に
先
じ
て
保
障
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

お
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
で
は
一
九
三
六
年
ま
で
州
選
挙
に
お
け
る
州
民
の
選
挙
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
同
じ
く
婦
人
の
選
挙
権
に
っ
い
て
も
州
選
挙
か
ら
は
じ
ま
る
。
ま
ず
最
初
は
連
邦
に
先
じ
て
マ
ニ
ト
バ
州
の
自
由
党
が
一
九
一
六
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

婦
人
選
挙
権
を
採
用
し
た
の
が
契
機
と
な
り
、
連
邦
で
は
一
九
一
九
年
に
自
治
領
選
挙
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
軍
人
の
親

族
で
あ
る
婦
人
に
は
そ
の
前
年
に
す
で
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
軍
人
の
親
族
関
係
の
女
性
に
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と



に
よ
っ
て
徴
兵
制
政
策
の
支
持
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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⇔
　
選
挙
区
制

　
カ
ナ
ダ
連
邦
の
下
院
議
員
を
選
出
す
る
選
挙
区
は
小
選
挙
区
制
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
七
四
年
の
代
表
法
（
ヵ
。
宮
。
ω
⑦
暮
9
」
o
昌
＞
9
）

と
一
九
七
五
年
の
ノ
ー
ス
ウ
ェ
ス
ト
准
州
代
表
法
（
Z
o
臣
妻
o
ω
吟
弓
o
口
」
8
ユ
o
ω
勾
①
宮
o
ω
o
ロ
冨
江
o
ロ
跨
9
）
に
も
と
つ
い
て
い
る
。
カ
ナ

ダ
一
〇
州
と
準
州
で
一
九
七
九
年
以
来
二
八
二
の
選
挙
区
が
あ
り
、
各
選
挙
区
で
最
多
得
票
を
獲
得
し
た
候
補
者
が
票
の
過
半
数
を
制
し

た
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
選
出
さ
れ
る
。
小
選
挙
区
制
が
代
表
者
を
選
出
す
る
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
区
制
か
否
か
に
つ
い
て
は
後
に
の

べ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
州
内
の
選
挙
区
が
人
口
比
率
に
応
じ
た
形
で
代
表
を
選
出
し
て
い
る
か
否
か
が
問
題
と
な

る
。
カ
ナ
ダ
に
関
し
て
い
う
と
、
原
則
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
全
土
に
し
め
る
自
州
の
人
口
比
率
に
応
じ
た
議
席
数
が
各
州
で
確
保
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

る
か
否
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
各
州
の
議
席
数
は
一
〇
年
ご
と
の
国
勢
調
査
に
も
と
づ
き
手
直
し
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
三
年
に
議

席
再
配
分
法
が
制
定
さ
れ
て
定
数
の
不
均
衡
の
是
正
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
極
端
に
不
平
等
な
選
挙
区
が
多
く
み
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
一

九
六
六
年
の
選
挙
区
の
定
数
不
均
衡
を
是
正
す
る
以
前
で
は
、
人
口
一
万
二
、
○
○
○
人
に
満
た
な
い
選
挙
区
も
あ
れ
ぽ
二
〇
万
人
を
超

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

え
て
い
た
選
挙
区
も
あ
っ
た
。
こ
の
当
時
の
選
挙
区
の
配
分
は
農
村
地
域
に
有
利
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

　
そ
こ
で
、
カ
ナ
ダ
で
は
こ
の
よ
う
な
定
数
不
均
衡
を
是
正
す
る
た
め
、
一
九
六
四
年
に
選
挙
区
割
委
員
会
法
（
日
。
⇔
8
目
一
切
o
旨
宇

o
ユ
。
ω
O
o
目
白
一
ω
ω
｛
8
ω
＞
9
）
を
制
定
し
、
そ
の
も
と
に
設
け
ら
れ
た
各
州
の
区
割
委
員
会
（
団
一
〇
〇
9
『
巴
ロ
o
巨
合
「
一
〇
ω
O
o
日
旨
一
ω
・

ω一

Z
ロ
ω
）
に
よ
っ
て
区
割
が
画
定
さ
れ
て
い
る
（
カ
ナ
ダ
一
〇
州
と
ユ
コ
ン
お
よ
び
N
・
W
・
T
準
州
で
一
つ
の
区
割
委
員
会
が
あ
り
、

全
部
で
一
一
の
区
割
委
員
会
が
あ
る
）
。
こ
の
結
果
、
い
ま
ま
で
の
よ
う
な
議
席
配
分
の
党
派
性
が
取
り
除
か
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

各
州
の
区
割
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
州
最
高
裁
判
所
の
首
席
判
事
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
州
判
事
、
下
院
議
長
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
二
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（A表）　議席配分1984．9総選挙時

議席
数

名州

7
　
411

P0

V5

X5

P4

P4

Q1

Q8

3

NFLD（ニューフファンドランド）

PEI（プリンスエドワート島）

NS（ノバスコチァ）

NB（ニューブランズウィック）

QUE（ケベック）

ONT（オンタリオ）

MAN（マニトバ）

SASK（サスカチューワン）

ALTA（アルバータ）
B．C（ブリティシュ・コロンヴァ）

YUKON（ユコン）
N．W．T

tota1 282

（J．Ricker　and　J．　Saywel1，　How　Are　We

Governed　？Revised　Edition，1980，　p．18）

人
の
州
民
代
表
お
よ
び
州
立
法
機
関
の
議
長
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

　
（
1
6
）

い
る
。
各
州
の
選
挙
区
割
委
員
会
は
、
連
邦
が
確
定
し
た
州
の
議
席

数
を
も
と
に
し
て
選
挙
区
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
選
挙
区
割
委

員
会
に
よ
っ
て
そ
の
区
割
案
が
確
認
さ
れ
る
と
、
そ
の
案
は
連
邦
の

選
挙
管
理
責
任
者
に
提
出
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
そ
の
案
は
選
挙
管
理

責
任
者
か
ら
下
院
に
提
出
さ
れ
て
そ
の
院
の
承
認
を
受
け
る
。
下
院

で
こ
の
案
を
討
議
す
る
期
間
は
三
〇
日
間
で
あ
る
が
、
そ
の
討
議
期

間
中
に
異
議
あ
る
と
す
れ
ぽ
議
員
は
一
〇
人
の
署
名
を
集
め
て
議
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

に
申
し
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
討
議
の
結
果
、
一
定
の
結
論
が

出
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
す
る
各
州
の
区
割
委
員
会
に
報
告
さ
れ

法

る
。　

ま
た
、
各
州
内
で
の
下
院
の
議
席
配
分
の
方
法
は
、
ま
ず
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
議
席
を
確
定
す
る
。
現
在
七
五
議
席
で
あ
る
（
A
表
参
照
）
。

そ
の
ほ
か
の
州
は
、
巨
大
州
（
人
口
二
五
〇
万
以
上
）
、
中
間
州
（
人
口
一
五
〇
万
以
上
二
五
〇
万
以
下
）
、
小
州
（
人
口
一
五
〇
万
以

下
）
に
わ
か
れ
、
配
分
方
法
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
議
席
に
比
例
す
る
か
、
議
席
が
前
々
回
の
国
勢
調
査
以
降
の
割
当
議
席
よ
り
減
少
し
な

い
よ
う
に
、
さ
ら
に
は
各
々
の
州
は
、
そ
の
州
が
有
し
て
い
る
上
院
議
員
と
同
数
以
上
の
議
員
が
選
出
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
連
邦
制
が
採
用
さ
れ
る
に
際
し
て
、
小
さ
な
州
が
大
き
な
州
に
圧
倒
さ
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
、
と
り
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

け
、
小
さ
な
州
の
人
口
が
減
少
し
た
と
し
て
も
議
席
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
プ
リ
ン

ス
エ
ド
ワ
ー
ド
島
州
は
四
議
席
、
ニ
ュ
ー
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
州
は
一
〇
議
席
が
最
低
と
な
る
。



　
各
州
の
区
割
委
員
会
は
、
州
内
の
選
挙
区
制
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
選
挙
区
内
の
有
権
者
数
が
可
能
な
限
り
等
し
く
、
平
均
か
ら
上
下

二
五
％
以
上
隔
り
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
配
慮
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
区
割
作
業
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
た

と
え
ぽ
、
少
し
資
料
が
古
い
が
、
一
九
七
一
年
の
国
勢
調
査
の
も
と
で
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
は
七
七
〇
万
三
、
一
〇
六
人
の
人
口
を
有
し
て
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（表B）　1945年から1980年にいたる連邦下院選挙において各党派

　　　　が獲i得した議席数および得票率はつぎの通りである。

自由党
進　　歩

ﾛ守党
新民主党と
ｻの前

ｪ檬
社　　会

M用党

ﾓ壁
総選

灯N
総議

ﾈ数 議席
得票
ｦ 議席

得票
ｦ

その他

c司檬
1945

P949

P953

P957

P958

P962

P963

P965

P968

P972

P974

P979

P980

P984

245

Q62

Q65

Q65

Q65

Q65

Q65

Q65

Q64

Q64

Q64

Q82

Q82

Q82

123

P93

P71

P05

S9

P00

P29

P31

P55

P09

P41

P14

P46

S0

41

S9

S9

S1

R4

R7

S2

S0

S5

R8

S3

S0

S4

Q8

67

S1

T1

P12

Q08

P16

X5

X7

V2

P07

X5

P36

P03

Q11

27

R0

R0

R9

T4

R7

R3

R2

R1

R5

R5

R6

R3

T0

28

P3

Q3

Q5

W
1
9
1
7
2
1
2
1
3
1
1
6
2
6
3
2
3
0

16

P3

P1

P1

X
1
4
1
3
1
8
1
7
1
8
1
5
1
8
2
0
1
9

13

P0

P5

P9

O
3
0
2
4
5
2
1
5
1
1
6
0
一

4
4
5
7
2
1
2
1
2
4
1
8
5
5
1
一

12

T
4
0
0
0
0
1
1
1
4
2
1
0
0
1

12

S
2
1
1
0
0
6
6
1
1
2
2
3

備、1945年から1980年までについては井上真蔵「カナダの選挙制度」

　　（「世界の議会」カナダ・中米編所収）を参考にして作成。1984年

　　度の選挙については「The　Globe　and　Mail」（Canadian　National

　　Newspaper）1984．9．6（木）から引用。

い
る
こ
と
か
ら
、
九
五
の
議
席
が
与
え
ら
れ
た
。
こ

の
議
席
を
州
の
人
口
に
応
じ
て
割
当
る
と
、
一
選
挙

区
は
八
万
一
、
〇
八
五
人
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
実

際
に
は
オ
ン
タ
リ
ォ
州
北
部
の
デ
イ
、
ミ
ス
カ
、
、
、
ン
グ

選
挙
区
は
六
万
二
、
七
五
四
人
の
人
口
で
一
議
席
、

エ
ト
ピ
コ
ー
ク
・
ノ
ー
ス
選
挙
区
は
九
万
四
、
七
一

六
人
の
人
口
で
一
議
席
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う

な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
区
割
は
政
治
的
、
恣
意
的
な
配

慮
の
も
と
で
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
は
い
え
、

や
は
り
問
題
で
あ
る
と
す
る
批
判
が
あ
っ
た
。

⇔
　
多
数
派
支
配
の
支
持
率
の
構
造
と
改
革
論

　
わ
が
国
に
お
い
て
、
多
数
派
で
あ
る
自
民
党
は
、

一
九
八
三
年
一
二
月
選
挙
で
四
五
・
八
％
の
支
持
率

を
占
め
な
が
ら
約
五
〇
％
の
議
席
を
確
保
し
て
い
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1984年9月選挙における各州の得票率と議席数（C表）

進歩保守党 自由党 新民主党 その他＼　政党州　＼
寸競議噛暢稚噛暢舞轍年鞠議噛

ニュー・フラントランド

vリンスエドワード島

mバスコチア

jユーブラソズウィック

Pベック

Iンタリオ

}ニトバ

Tスカンチュワン

Aルバータ

uリティシュコロンビア

?Rン　N．W．T

58

T2

T1

T3

T0．3

S7

S3

S2

U9

S6

S7

4
3
9
9
5
8
6
7
9
9
2
1
1
9
3

36

S1

R3

R2

R5

R0

Q1．5

P8

P3

P7

Q5

3
1
2
1
1
7
1
4
1
：
1
一

6
6
．
5
1
5
1
4
9
2
1
2
7
3
8
1
4
3
5
2
8

二
ニ
ー
1
3
4
5
－
8
一

：
二
6
2
8
2
4
2
一

：
：
－
1
：
：
一

全　　州149．96 2111281…9 ・・1・ 1

“The　Globe　and　Mail”（1984．9．6）より作成

る
。
こ
れ
で
は
国
会
は
国
民
の
代
表
機
関
の
縮
図
と
し
て
は
十
分
な
も

の
と
は
い
え
な
い
と
い
っ
た
批
判
が
で
る
。
カ
ナ
ダ
で
も
同
じ
こ
と
が

問
題
と
な
り
、
そ
れ
が
区
制
改
革
の
論
議
と
結
び
つ
い
て
各
種
の
選
挙

区
改
正
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
B
表
は
各
政
党
の
得
票
数
の
割
合

と
現
実
に
下
院
で
各
政
党
が
有
し
て
い
る
議
席
数
の
割
合
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
一
九
一
二
年
以
来
、
全
投
票

者
の
過
半
数
を
獲
得
し
、
そ
の
も
と
で
成
立
し
た
政
府
は
、
一
九
五
八

年
お
よ
び
八
四
年
の
進
歩
保
守
党
政
権
だ
け
で
あ
り
、
あ
と
は
五
〇
％

に
満
た
な
い
得
票
率
で
政
権
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

一
九
七
九
年
選
挙
で
は
進
歩
保
守
党
が
三
六
％
の
得
票
率
で
二
三
ハ
の

議
席
を
占
め
た
の
に
対
し
、
自
由
党
は
四
〇
％
の
得
票
率
を
獲
得
し
な

が
ら
一
一
四
の
議
席
し
か
獲
得
で
き
な
い
逆
転
現
象
を
生
み
だ
し
て
い

た
。　

ま
た
、
一
九
八
四
年
の
選
挙
で
は
、
C
表
が
示
す
よ
う
に
、
州
に
お

け
る
政
党
の
支
持
基
盤
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
一
九
八
四

年
選
挙
に
お
い
て
第
二
党
と
な
っ
た
自
由
党
の
基
盤
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州

と
オ
ン
タ
リ
オ
州
に
あ
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
両
州
だ
け
で
自
由
党

議
席
四
〇
の
う
ち
三
一
の
議
席
数
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
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ブ
リ
テ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
で
の
自
由
党
の
議
席
は
全
州
で
二
八
の
議
席
の
う
ち
一
議
席
し
か
占
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
わ
っ
て

進
歩
保
守
党
と
新
民
主
党
で
二
七
議
席
も
占
め
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
の
東
部
諸
州
で
も
、
自
由
党
の
支
持
率
は
少
な
い
。
ま
た
、
C
表
が

示
す
よ
う
に
、
新
民
主
党
は
中
央
お
よ
び
西
部
諸
州
で
勢
力
を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
第
一
党
の
進
歩
保
守
党
に
し
て
も
、
一
九
八

四
年
選
挙
で
ケ
ベ
ッ
ク
州
は
自
由
党
よ
り
よ
り
多
く
の
議
席
を
獲
得
し
た
が
、
一
九
七
九
年
、
八
〇
年
の
選
挙
で
は
七
五
議
席
中
一
な
い

し
二
議
席
し
か
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
根
拠
地
で
あ
る
オ
ン
タ
リ
オ
州
や
ア
ル
バ
ー
タ
州
に
多
く
の
議
席
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
特
徴
を
も
つ
カ
ナ
ダ
の
政
党
支
持
の
状
況
で
は
、
い
ず
れ
の
党
が
政
権
を
握
ろ
う
と
、
け
っ
き
ょ
く
は
支
持
基
盤
の
多
い
州
の
利
益
の

た
め
、
な
い
し
地
域
主
義
の
た
め
の
政
策
の
執
行
に
陥
り
、
カ
ナ
ダ
連
邦
全
体
と
い
っ
た
視
点
か
ら
の
政
策
の
執
行
は
行
わ
れ
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
っ
た
批
判
が
出
さ
れ
る
。
と
く
に
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
分
離
問
題
が
お
こ
っ
た
一
九
七
九
年
に
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
内
で
は
ケ
ベ

・
ク
裳
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
・
連
邦
下
院
議
員
に
・
べ
・
ク
党
は
二
人
し
か
い
な
か
・
た
と
い
う
状
況
の

も
と
で
は
下
院
で
い
く
ら
論
議
が
な
さ
れ
て
も
、
ケ
ベ
ッ
ク
問
題
は
連
邦
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
と
な
り
え
な
い
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る

　
　
　
（
2
0
）

の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
小
選
挙
区
制
の
も
た
ら
す
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
政
党
支
持
者
の
一
議
席
当
り
の
得
票
は
、
一
九
五
八
年
選
挙
で
は
、
進
歩
保

守
党
の
議
員
一
人
当
り
一
万
八
、
○
○
○
票
を
、
自
由
党
は
議
員
一
人
当
り
四
万
九
、
○
○
○
票
を
、
協
同
連
邦
党
は
議
員
一
人
当
り
八

万
票
と
な
・
て
い
砲
同
じ
≦
九
七
九
年
選
挙
で
も
進
歩
保
守
党
警
は
、
平
均
三
万
票
で
当
選
し
、
同
じ
く
自
由
党
議
員
も
約
三
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

九
、
五
〇
〇
票
で
当
選
し
て
い
る
の
に
対
し
、
新
民
主
党
は
七
万
八
、
○
○
○
票
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
新
民
主
党
は
進
歩
保
守
党
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

自
由
党
の
二
倍
の
得
票
数
で
一
人
の
議
席
の
獲
得
と
し
か
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
要
因
は
小
選
挙
区
制
の
採
用
そ
の
も
の
に
あ
る
と
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
小
選
挙
区
制
の
採
用
の
、
し
か
も
二
大
政
党
の
も
と
で
の
政
権
は
、
理
論
的
に
い
え
ぽ
五
〇
％
以
上
の
得
票
率
で
あ
れ

ぽ
よ
い
し
、
五
〇
％
に
満
た
な
い
第
二
位
以
下
の
政
党
へ
の
得
票
は
す
べ
て
死
票
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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さ
ら
に
ま
た
、
小
選
挙
区
制
は
カ
ナ
ダ
の
人
種
的
、
社
会
的
構
造
か
ら
み
て
は
た
し
て
妥
当
な
区
割
か
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
批
判
も

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
比
較
的
人
種
的
同
質
性
の
強
い
国
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
多
種
多
様
な
民
族
諸
集
団

が
う
ま
く
そ
の
社
会
に
溶
け
こ
ん
で
い
る
国
で
あ
れ
ば
多
数
派
支
配
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
カ
ナ
ダ
は
多
様
な
人
種
的
、
文
化
的
背

景
を
持
っ
た
人
々
で
構
成
さ
れ
て
い
る
多
元
的
国
家
で
あ
る
。
し
か
も
、
非
常
に
強
い
地
理
的
、
文
化
的
独
立
性
を
維
持
し
た
生
活
様
式

を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
数
派
支
配
（
小
選
挙
区
制
か
ら
く
る
）
は
、
少
数
派
の
諸
様
式
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

い
し
、
歴
史
的
に
は
そ
れ
を
行
っ
て
き
た
と
そ
の
批
判
は
厳
し
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
多
数
派
支
配
に
対
し
て
疑
問
が
の
べ
ら
れ

る
。
と
く
に
、
こ
の
主
張
は
フ
ラ
ン
ス
系
カ
ナ
ダ
人
に
多
い
。
た
と
え
ば
、
J
・
リ
ッ
カ
と
J
・
セ
イ
ウ
エ
ル
両
教
授
共
著
の
「
出
o
司

》
「
⑦
≦
、
。
O
o
＜
o
「
目
。
匹
ご
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
「
（
フ
ラ
ン
ス
系
カ
ナ
ダ
人
は
）
多
数
派
社
会
に
よ
っ
て
、
政
治
的
、

経
済
的
、
文
化
的
支
配
を
受
け
て
き
た
長
い
歴
史
を
持
つ
、
凝
集
性
の
強
い
少
数
派
で
あ
る
。
か
れ
ら
イ
ギ
リ
ス
系
カ
ナ
ダ
人
は
、
平
等

に
つ
い
て
語
る
と
き
、
か
れ
は
個
人
の
市
民
的
権
利
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
フ
ラ
ン
ス
系
カ
ナ
ダ
人
が
平
等
に
つ
い
て
語
る

と
き
は
、
市
民
的
権
利
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
集
合
的
民
族
的
権
利
（
△
巳
㌃
。
匡
く
6
ロ
o
江
o
目
巴
『
一
σ
q
宮
ω
）
、
っ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
フ
ラ

・
ス
系
・
ナ
ダ
民
族
が
自
分
た
ち
の
特
質
を
発
展
さ
せ
て
い
け
る
よ
う
な
権
利
を
音
莱
し
て
い
る
の
で
あ
題
と
・

　
こ
の
こ
と
は
少
な
く
と
も
現
行
の
多
数
派
の
選
出
方
法
で
あ
る
小
選
挙
区
制
へ
の
挑
戦
と
受
け
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
こ
の
小
選
挙
区
制
の
欠
陥
を
ど
の
よ
う
に
是
正
す
べ
き
か
の
論
議
は
絶
え
な
い
。
そ
れ
ら
の
案
の
主
な
も
の

を
提
示
す
れ
ぽ
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
第
一
は
、
現
行
の
小
選
挙
区
制
を
評
価
す
る
と
い
う
前
提
に
た
ち
、
さ
き
に
の
べ
た
議
席
の
再
配
分
方
法
に
よ
っ
て
平
等
な
区
制
を
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

持
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
小
選
挙
区
制
は
、
前
述
し
た
批
判
が
あ
る
と
は
い
え
、
①
に
、
過
半
数
の
支
持
に
よ
る
政
治

的
安
定
性
が
比
較
的
維
持
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
案
に
対
し
多
数
派
支
配
が
よ
り
強
固
な
も
の
に
な
れ
ぽ
、
安
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定
性
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
独
裁
制
に
導
く
危
険
性
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
批
判
が
あ
る
が
、
こ
の
反
論
と
し
て
、
独
裁
制
と

い
う
制
度
は
カ
ナ
ダ
人
の
好
ま
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
言
論
、
出
版
、
結
社
お
よ
び
拘
束
か
ら
の
自
由
が
保
障
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
い
る
限
り
問
題
に
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
”
1
1
に
、
小
選
挙
区
制
は
投
票
の
分
散
を
生
む
と
い
う
よ
り
も
多
く
の
議
席
を
獲
得
し
っ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

あ
る
政
党
に
票
が
投
ぜ
ら
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
で
は
選
挙
時
に
少
数
派
で
あ
っ
て
も
、
結
果
的
に
は
安
定
し
た
議
席

を
も
つ
政
権
党
を
生
み
だ
し
た
こ
と
が
し
ぼ
し
ば
あ
る
。
つ
ま
り
、
少
数
派
で
も
政
権
を
得
る
機
会
は
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
は
十
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
　
　
　
）

あ
る
は
ず
で
あ
る
と
、
そ
の
利
点
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
…
m
に
、
カ
ナ
ダ
特
有
の
現
象
と
い
え
よ
う
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
カ
ナ
ダ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

全
国
的
な
政
党
で
は
な
く
、
特
定
の
州
な
い
し
選
挙
区
に
支
持
基
盤
（
ω
0
6
⇔
」
O
口
飴
一
ぴ
O
ω
O
）
を
も
つ
政
党
が
多
く
存
す
る
が
、
こ
の
区
制
の

も
と
で
は
、
そ
れ
ら
の
少
数
（
特
定
の
）
政
党
の
進
出
が
可
能
と
な
る
と
し
て
む
し
ろ
こ
の
区
制
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
一
九
六
二
年
の
選
挙
で
全
国
に
基
盤
を
も
つ
新
民
主
党
は
、
一
四
％
の
得
票
率
で
一
九
議
席
し
か
獲
得
し
て
い
な
い
が
特
定
の
州
に

基
盤
を
も
つ
社
会
信
用
党
は
一
二
％
の
得
票
率
で
三
〇
議
席
を
獲
得
し
た
。
ま
た
翌
六
三
年
の
選
挙
に
お
い
て
も
、
新
民
主
党
は
二
二
％

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

の
得
票
率
で
一
七
議
席
し
か
得
て
い
な
い
が
、
社
会
信
用
党
は
一
二
％
の
得
票
率
で
二
四
の
議
席
を
獲
得
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
小
選
挙
区
制
を
改
め
、
単
記
委
譲
式
比
例
代
表
制
（
む
力
ぼ
σ
q
一
〇
↓
目
ロ
隅
o
目
臣
o
＜
o
甘
o
力
∨
切
8
日
）
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と

の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
は
S
・
T
・
V
方
式
と
呼
ぼ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
ト
マ
ス
・
ヘ
ア
（
↓
ゲ
o
日
器
＝
2
0
）
、
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ア
ー

ト
・
ミ
ル
（
臼
O
庁
口
c
力
［
d
【
①
「
古
ブ
】
一
＝
）
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
ま
た
、
政
党
か
ら
独
立
し
た
独
立
選
挙
改
正
協
会
（
甘
エ
o
O
o
目
エ
o
口
⇔
田
o
o
8
冨
一

男
o
｛
自
目
o
力
o
江
o
口
）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
現
在
で
も
本
拠
地
の
イ
ギ
リ
ス
自
由
党
な
ど
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
式
は
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

党
を
背
景
と
し
た
候
補
者
リ
ス
ト
に
投
票
者
が
優
先
順
位
を
つ
け
て
投
票
す
る
制
度
を
い
う
。
現
在
、
こ
の
制
度
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共

和
国
、
タ
ス
マ
ニ
ア
、
マ
ル
タ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
上
院
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
な
ど
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
で
は
、
す
で
に
マ
ニ

ト
バ
州
の
農
村
地
域
と
ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
の
一
地
域
で
す
で
に
試
み
ら
れ
た
が
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
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（
2
9
）

か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
は
小
選
挙
区
に
比
べ
て
死
票
を
減
少
し
、
そ
の
結
果
選
挙
で
の
投
票
率
を
高
め
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
だ
が
反
面
、
有
権
者
が
第
一
順
位
、
第
二
順
位
で
全
く
異
っ
た
政
党
の
候
補
者
を
支
持
し
た
場

合
、
政
党
政
治
の
実
現
と
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
批
判
も
出
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
は
比
例
代
表
制
（
零
8
0
算
合
昌
巴
切
ぺ
切
甘
日
）
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
で
も
っ
と
も
関
心
の
あ
る
改
革
案
の
一
つ
で
あ
る
。
と
く
に
、

カ
ナ
ダ
で
は
名
簿
式
比
例
代
表
制
の
提
言
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
候
補
者
に
対
し
て
の
投
票
で
は
な
く
・
政
党
が
作
成
し

た
名
簿
に
対
し
て
投
票
を
行
い
、
投
票
の
譲
は
、
原
則
と
し
て
名
簿
上
三
群
の
候
補
者
の
中
で
行
わ
れ
る
方
法
で
あ
緬
脳
こ
の
制
度

の
導
入
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
小
選
挙
区
制
を
全
く
変
え
て
比
例
代
表
制
に
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
案
と
、
現
在
の
小
選
挙
区
制
に
比
例

代
表
制
を
加
味
し
た
小
選
挙
区
比
例
代
表
制
に
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
案
と
が
あ
る
。
後
者
の
小
選
挙
区
制
に
比
例
代
表
制
を
加
味
し
よ

う
と
す
る
案
に
し
て
も
、
両
者
の
議
席
配
分
の
比
率
や
政
党
が
作
成
す
る
名
簿
を
全
国
を
一
単
位
と
し
て
行
う
場
合
と
州
を
一
単
位
と
し

て
行
う
場
合
と
に
わ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
や
や
具
体
的
に
み
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
前
者
の
比
例
代
表
制
に
変
え
よ
う
と
す
る
案

に
っ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
案
の
多
く
は
政
党
が
作
成
す
る
名
簿
を
州
単
位
ご
と
に
ま
と
め
、
し
か
も
現
状
の
議
席
数
を
前
提
と
し
た
中

で
比
例
代
表
の
方
法
、
基
準
な
ど
を
検
討
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
J
・
リ
ッ
カ
教
授
お
よ
び
J
・
セ
イ
ウ
ェ
ル
教
授
の
共
著
「
カ

ナ
ダ
の
政
治
」
（
出
o
笥
》
8
≦
o
O
o
＜
o
日
江
匂
）
で
は
、
一
九
七
一
年
に
み
ら
れ
た
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
選
挙
の
結
果
を
例
に
、
比
例
代

表
制
と
な
れ
ば
各
政
党
の
議
席
数
が
ど
の
よ
う
に
変
る
か
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
、
D
表
が
示
す
よ
う
に
、
一
九
七
一

年
の
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
選
挙
で
は
、
現
在
一
一
七
の
選
挙
区
制
が
あ
り
、
そ
の
も
と
で
一
一
七
人
の
議
席
数
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
若

の
う
ち
進
歩
保
守
党
が
七
八
の
議
席
を
獲
得
し
、
連
邦
全
体
で
も
過
半
数
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
れ
が
比
例
代
表
制
と
な
る
と
あ
く
ま
で

試
算
で
は
あ
る
が
、
進
歩
保
守
党
は
五
三
の
議
席
し
か
得
ら
れ
な
い
。
同
様
な
こ
と
は
、
一
九
七
五
年
の
選
挙
や
七
七
年
の
選
挙
で
も
み

ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
一
九
七
一
年
の
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
選
挙
で
は
、
第
三
党
と
な
っ
て
い
る
新
民
主
党
は
小
選
挙
区
制
に
よ
る
と
一
九
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の
議
席
し
か
獲
得
し
え
な
か
っ
た
が
、
比
例
代
表
制
と
な
る
と
五
一
の
議
席
と
な
り
、
自
由
党
に
代
っ
て
第
二
党
に
な
る
と
い
っ
た
状
況

が
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
れ
ば
、
カ
ナ
ダ
政
治
は
、
い
わ
ゆ
る
「
少
数
派
に
よ
る
連
立
内
閣
」
を
生
み
だ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

そ
の
登
場
は
不
安
定
で
あ
り
脆
弱
な
も
の
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
小
選
挙
区
の
も
と
で
も
少
数
派
内
閣
の
登
場
も
あ
り
う
る
が
、
比
例
代

表
制
の
方
が
よ
り
多
い
登
場
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ぽ
、
デ
ィ
ー
フ
ェ
ン
ベ
ー
カ
（
O
合
｛
o
ロ
げ
o
オ
2
）
は
、
一
九
六
二
年
六
月
一
八

日
の
総
選
挙
の
結
果
、
少
数
派
内
閣
を
率
い
た
が
、
六
三
年
二
月
ま
で
し
か
続
か
な
か
っ
た
。
つ
づ
い
て
登
場
し
た
ピ
ア
ソ
ン
（
弓
o
胃
ω
o
ロ
）

も
内
閣
を
率
い
た
が
同
じ
よ
う
に
過
半
数
を
割
り
二
年
間
し
か
続
か
な
か
っ
た
。
ま
た
、
近
年
の
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
一
九
七
二
年
に
み

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
二
年
の
下
院
議
員
の
選
挙
で
は
、
自
由
党
一
〇
九
議
席
、
保
守
党
一
〇
七
議
席
、
新
民
主
党
三
一
議
席
、

社
会
信
用
党
一
五
議
席
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ル
ド
ー
（
↓
吟
已
△
o
①
已
）
首
相
は
、
過
半
数
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
で
新
民
主
党
の
支
持
を
得
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
少
数
政
府
で
は
政
権
の
執
行
を
具
体
化
す
る
法
律
案
を
ス
ム
ー
ズ
に

制
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
連
立
政
権
を
組
ま
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
こ
の
比
例
代
表
制
案
に
対
し
て
、
小
選
挙
区
制
に
比
例
代
表
制
を
加
味
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
案
が
あ
る
。
ま
ず
、
①
は
エ
ド
ワ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
W
　
　
ド
゜
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
・
プ
ロ
ー
ド
ベ
ン

（D表）

1971年のオンタリオ州選挙

議　席　数
政　　党

現　行　比　例
ｧ　度　代表制

進歩保守党

ｩ　由　党

V民主党

78

Q0

P9

53

R3

T1

J．Ricker　and　J．　Saywe11，　Ho

Are　We　Governed　？p．23

　
　
フ
ロ
ー
ド
ベ
ン
ト
（
国
匹
笥
o
江
ヒ
d
8
0
ユ
げ
o
暮
）
氏
の
提
案
で
あ
る
。

ト
教
授
は
上
院
の
廃
止
と
下
院
に
お
け
る
一
〇
〇
人
の
議
席
の
増
員
を
は
か
り
、
五
っ
の
地
域

（
『
⑳
σ
q
8
0
）
に
二
〇
人
ず
つ
割
り
当
て
、
そ
の
地
域
（
器
σ
q
声
8
）
の
各
政
党
に
投
ぜ
ら
れ
た
得
票

数
に
し
た
が
っ
て
各
政
党
に
議
席
を
割
り
当
て
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
各
リ
ジ
ョ
ン

（
『
O
ぴ
q
δ
ロ
）
に
二
〇
人
を
割
り
当
て
る
こ
と
は
人
口
に
応
じ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
一
層
多
く
の

少
数
派
内
閣
の
登
場
を
み
る
こ
と
に
な
る
と
い
っ
た
批
判
が
あ
る
。
ま
た
、
リ
ジ
ョ
ン
（
吟
O
σ
q
8
⇒
）

は
広
域
す
ぎ
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
小
数
政
党
に
と
っ
て
は
不
利
で
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あ
る
と
い
・
た
批
判
も
あ
る
。
G
D
は
ウ
イ
リ
ア
・
・
千
ヴ
イ
・
（
垂
ぎ
］
3
°
°
）
氏
の
提
案
で
あ
蘂
ウ
ィ
リ
ア
ム
゜
イ
ー
ヴ
イ

ン
教
授
は
議
席
数
を
現
在
の
二
八
二
の
議
席
か
ら
三
五
四
の
議
席
に
増
員
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
の
う
ち
一
八
八
議
席
は
小
選
挙
区
制

で
、
残
り
の
一
六
六
議
席
は
各
州
に
割
り
当
て
、
各
州
の
党
が
作
成
し
た
名
簿
に
よ
っ
て
投
ぜ
ら
れ
た
得
票
数
に
応
じ
て
議
席
が
割
り
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
比
率
の
割
合
は
五
三
対
四
七
で
あ
る
。
…
m
は
、
ロ
ナ
ル
ド
・
G
・
ラ
ン
デ
ス
（
ヵ
o
ロ
巴
匹
○
°

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

↑
餌
ロ
江
。
ω
）
氏
の
提
案
で
あ
る
。
G
．
ラ
ン
デ
ス
教
授
は
一
〇
〇
議
席
の
増
員
を
主
張
す
る
。
全
国
一
選
挙
区
と
し
て
、
全
国
に
お
い
て

集
め
ら
れ
た
政
党
ご
と
の
得
票
に
応
じ
て
議
席
数
が
割
り
当
て
ら
れ
る
。
し
か
し
、
議
席
が
割
当
て
ら
れ
る
に
は
全
投
票
者
の
一
・
五
％

以
上
の
得
票
を
獲
得
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
案
は
小
選
挙
区
制
に
よ
る
議
席
が
決
ま
っ
た
の
ち
に
比
例
投
票
制
に
よ
る
議
席
が
決

め
ら
れ
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
併
用
案
と
い
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
小
選
挙
区
制
に
比
例
代
表
制
を
加
味
し
た
諸
案
は
、
現
行
の
小
選
挙
区
制
の
欠
陥
で
あ
る
死
票
を
さ
け
る
と
同
時
に
完
全

な
比
例
代
表
制
の
採
用
か
ら
予
想
さ
れ
る
少
数
政
府
の
登
場
を
さ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
に
ね
ら
い
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
小
選
挙
区
制
か
ら

生
ず
る
人
口
数
と
議
席
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
比
例
代
表
制
に
よ
っ
て
補
完
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
案
は
理
論
的

に
は
完
全
な
比
例
代
表
制
に
比
べ
て
不
安
定
な
政
権
の
登
場
を
で
き
る
だ
け
抑
制
し
、
国
民
と
代
表
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
蒸
詰
め
る
こ
と
に

も
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
か
り
に
、
こ
の
案
の
も
と
で
不
安
定
な
少
数
政
府
が
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
政
府

は
野
党
側
の
一
致
な
ど
に
よ
っ
て
い
つ
崩
壊
す
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
野
党
の
意
見
に
も
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
な
れ
ば
、
か

え
っ
て
議
会
制
の
発
展
に
寄
与
し
う
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
D
・
ス
ミ
レ
イ
（
0
8
巴
鮎
o
力
日
肖
o
喝
）
教

授
は
、
圧
倒
的
な
支
配
力
を
も
つ
二
大
政
党
の
も
と
で
比
例
代
表
制
を
採
用
す
れ
ぽ
政
党
内
の
議
員
候
補
者
間
で
激
し
い
競
争
が
生
じ

る
。
た
と
え
ば
、
ケ
ベ
・
ク
州
や
・
ル
・
↑
タ
州
で
は
そ
の
現
蒙
と
く
巌
し
く
あ
ら
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
連
ま
た
・
か
れ
ら
の
案

は
、
カ
ナ
ダ
の
小
政
党
の
組
織
を
犠
牲
に
し
て
連
邦
・
州
の
大
政
党
を
よ
り
強
力
な
も
の
に
す
る
と
同
時
に
二
大
政
党
間
の
争
い
も
一
層
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激
化
す
る
で
あ
ろ
う
と
批
判
す
る
。

　
以
上
、
カ
ナ
ダ
に
み
ら
れ
る
小
選
挙
区
制
の
欠
陥
に
対
す
る
是
正
策
な
い
し
区
制
改
革
案
を
紹
介
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
案
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
学
界
、
専
門
家
の
中
で
の
論
議
に
す
ぎ
な
く
、
J
・
リ
ッ
カ
お
よ
び
J
・
セ
イ
ウ
ェ
ル
両
教
授
の
共
著
「
カ
ナ
ダ
の
政
治
（
改

訂
）
」
（
国
o
≦
〉
『
o
乞
⑦
Ω
o
＜
o
∋
江
㊥
）
に
よ
れ
ぽ
、
多
く
の
カ
ナ
ダ
人
は
よ
り
不
安
定
な
政
権
を
も
た
ら
す
比
例
代
表
制
に
つ
い
て
は

消
極
的
で
あ
る
と
い
う
。
た
し
か
に
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
比
例
代
表
制
な
い
し
比
例
代
表
制
を
加
味
し
た
小
選
挙
区
制
の
論
議
は
近
年

活
発
化
し
て
き
て
い
る
が
、
い
ま
だ
世
論
に
お
い
て
は
大
き
な
動
き
と
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
文
献
が
示
し
て
い
る
よ
う
に

支
持
者
が
徐
々
に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

三
、
選
挙
運
動
と
選
挙
公
営

O
選
挙
運
動

　
カ
ナ
ダ
の
選
挙
運
動
は
、
わ
が
国
の
よ
う
に
政
治
活
動
と
選
挙
活
動
と
を
峻
別
し
て
公
示
前
の
選
挙
運
動
を
事
前
運
動
で
あ
る
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

禁
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
公
示
後
の
選
挙
運
動
に
つ
い
て
も
特
別
に
法
律
で
定
め
ら
れ
た
職
に
あ
る
者
以
外
は
自
由
で
あ
る

し
、
選
挙
運
動
の
中
で
も
っ
と
も
基
本
的
か
つ
重
要
と
思
わ
れ
る
戸
別
訪
問
や
文
書
・
図
画
活
動
等
に
つ
い
て
も
全
く
自
由
で
あ
る
。
し

か
し
・
下
院
議
員
の
立
候
裡
三
て
喧
通
常
・
馨
区
内
の
二
五
人
の
市
民
に
よ
る
正
式
の
推
薦
指
名
と
一
6
0
ド
ル
の
供
託
金
を

出
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
供
託
金
は
有
効
投
票
の
一
五
％
の
得
票
が
得
ら
れ
な
け
れ
ぽ
没
収
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
推

薦
指
名
制
度
は
、
一
九
七
四
年
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
自
由
党
．
政
府
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も

指
名
制
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、
当
時
は
野
外
で
行
わ
れ
、
指
名
さ
れ
た
候
補
者
は
そ
の
場
で
選
挙
演
説
を
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
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立
候
補
者
は
右
の
条
件
を
充
せ
ば
立
候
補
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
個
人
で
選
挙
を
戦
い
当
選
す
る
こ
と
は
資
金
面
あ
る
い

は
組
織
面
（
選
挙
運
動
者
の
動
員
な
ど
）
か
ら
み
て
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
党
に
加
入
し
政
党
の
指
名
を
受
け
て
立
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

補
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
し
て
指
名
を
受
け
た
立
候
補
者
は
選
挙
運
動
を
行
う
こ
と
に
な
る
が
、
選
挙
運
動
に
際
し
選
挙
区
内
で

の
費
用
支
出
の
制
限
を
遵
守
し
、
政
治
献
金
の
出
所
を
報
告
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
一
九
七
四
年
の
選
挙
支
出
法
（
日
而
。
江
o
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

国
×
O
。
ロ
ω
。
ω
跨
9
）
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
細
に
保
障
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
支
出
法
は
第
一
に
、
政
治
献
金
を
し
た
献
金
者

に
対
し
て
税
の
控
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
候
補
者
に
は
一
〇
〇
ド
ル
を
超
え
る
政
治
献
金
の
出
所
と
額
の
報
告
が
要
求
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
連
邦
が
政
治
献
金
の
免
税
措
置
を
と
っ
て
小
口
の
政
治
献
金
を
し
や
す
く
し
、
か
つ
そ
の
こ
と
が
小
政
党
の
発
展
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
4
）

促
す
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
選
挙
区
に
費
さ
れ
る
費
用
の
額
に
つ
い
て
制
限
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
四
年
の
支
出
法
の
制
定
以
降
、
有
権
者

一
万
五
、
○
○
○
人
ま
で
は
一
人
当
り
一
ド
ル
、
二
万
五
、
○
○
○
人
ま
で
は
一
人
当
り
五
〇
セ
ン
ト
、
二
万
五
、
○
○
○
人
以
上
は
一

人
当
り
二
五
セ
ン
ト
以
上
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
候
補
者
の
旅
費
に
つ
い
て
は
、
こ
の
制
限
外
に
お
か
れ

て
い
る
。
カ
ナ
ダ
で
費
用
の
支
出
制
限
を
行
う
前
ま
で
は
、
候
補
老
は
す
べ
て
の
出
費
を
記
録
し
、
そ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
度
も
有
効
性
を
発
揮
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
下
院
議
員
は
こ
の
献
金
の
公
表
に
つ
い
て

こ
う
い
う
。
　
「
腐
敗
行
為
を
犯
し
が
ち
な
意
味
深
い
人
は
誰
れ
で
も
、
自
分
は
そ
う
し
た
と
書
類
に
記
載
す
る
こ
と
な
ど
と
う
て
い
考
え

　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

ら
れ
る
は
ず
は
な
い
」
と
当
時
の
様
子
を
卒
直
に
の
べ
て
い
る
。

　
第
三
に
、
総
得
票
数
の
一
五
％
を
獲
得
し
た
候
補
者
に
対
し
て
費
用
の
一
部
を
償
還
（
「
江
日
ず
ξ
ω
o
日
o
暮
）
す
る
よ
う
に
規
定
し
て
い

る
。
っ
ま
り
、
候
補
者
は
一
五
％
の
投
票
数
を
獲
得
す
る
と
選
挙
区
の
す
べ
て
の
選
挙
民
に
対
し
て
か
か
っ
た
費
用
の
一
部
が
償
還
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
選
挙
区
の
有
権
者
が
二
万
五
、
○
○
○
人
ま
で
は
一
選
挙
民
当
り
八
セ
ン
ト
、
二
万
五
、
○
○
○
人
を
超
す
と
一
選
挙
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民
あ
た
り
六
セ
ン
ト
で
あ
る
。
ま
た
、
区
域
が
広
い
北
部
の
選
挙
区
で
の
候
補
者
に
は
、
ω
候
補
者
が
報
告
し
た
旅
費
、
旬
選
挙
区
が
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
イ
ル
平
方
当
り
一
セ
ン
ト
、
…
m
三
、
○
○
○
ド
ル
以
内
の
最
も
少
な
い
額
が
償
還
さ
れ
る
。
な
お
、
支
払
方
法
は
収
入
責
任
官
（
ヵ
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

。
o
含
o
『
Ω
o
ロ
2
巴
）
が
国
庫
収
入
基
金
（
穿
①
O
o
ロ
ω
o
＝
合
古
江
力
o
＜
o
ロ
奉
国
ρ
ロ
匹
）
か
ら
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

費
用
の
一
部
が
償
還
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
費
用
は
全
体
の
六
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
残
り
の
費
用
は
調
達
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

っ
て
ま
か
な
わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
制
限
さ
れ
た
選
挙
運
動
費
用
の
も
と
で
、
各
選
挙
区
内
の
支
持
グ
ル
ー
プ
が
中
心
に
な
っ
て
選
挙
運
動
（
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
）
を
展
開
す
る
。
そ
の
場
合
、
ま
ず
候
補
者
お
よ
び
そ
の
支
持
者
グ
ル
ー
プ
は
、
選
挙
公
営
と
し
て
与
え
ら
れ
た
テ
レ
ビ
と

ラ
ジ
オ
の
放
送
時
間
内
の
使
用
の
仕
方
を
決
定
し
、
立
候
補
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
看
板
や
ス
テ
ッ
カ
ー
な
ど
に
つ
い
て
も
ど
の
よ
う
な

形
式
で
か
つ
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
に
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
。

　
ま
た
、
立
候
補
に
際
し
て
候
補
者
は
、
党
首
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
候
補
者
の
地
方
で
評
判
に
な
っ
て
い
る
時

の
人
な
い
し
タ
レ
ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
も
、
ど
の
よ
う
に
活
用
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
。
と
り
わ
け
、
全
国
的
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
党
首
の

人
気
は
か
な
り
投
票
者
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
立
候
補
者
お
よ
び
そ
の
支
持
グ
ル
ー
プ
は
選
挙
民
に
最
大
限
接
触
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
候
補
者
お

よ
び
支
援
者
は
注
意
深
い
綿
密
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
計
画
を
た
て
る
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
“
候
補
者
は
、
自
分
達
の
選
挙
区
内
で
勝
敗
が

は
っ
き
り
読
み
と
れ
な
い
地
域
を
重
点
的
に
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
過
去
の
選
挙
の
結
果
、
世
論
調
査
、
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
中
に
実
施
す
る
投
票
勧
誘
の
結
果
か
ら
、
ど
こ
に
自
分
の
支
持
者
が
い
て
、
ど
こ
に
相
手
方
の
支
持
者
が
い
る
か
な
ど
を
見

定
め
る
た
め
の
運
動
を
展
開
す
る
。
ま
た
、
カ
ナ
ダ
の
多
く
の
都
市
選
挙
区
で
は
、
候
補
者
自
ら
あ
る
い
は
支
持
者
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
戸

別
訪
問
お
よ
び
電
話
、
郵
便
に
よ
る
活
動
が
最
も
重
要
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
戸
別
訪
問
の
行
動
を
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み
る
と
候
補
者
は
工
場
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
や
非
常
に
多
く
の
人
々
が
集
ま
る
場
所
を
訪
問
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
非
都
市

地
域
で
は
、
家
と
家
と
の
間
が
何
マ
イ
ル
も
離
れ
て
い
る
の
で
古
い
ス
タ
イ
ル
の
政
治
集
会
が
い
ま
な
お
有
効
な
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

て
い
る
。
そ
の
ほ
か
の
方
法
は
郵
便
や
電
話
に
よ
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
候
補
老
は
運
動
員
と
と
も
に
投
票
勧
誘
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
行
う
。
ま
た
、
カ
ナ
ダ
で
は
わ
が
国
と
違
っ
て
選
挙

当
日
に
お
い
て
も
運
動
員
は
、
支
持
者
が
投
票
場
に
確
実
に
行
け
る
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
配
慮
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
、
年
寄
り
な
ど

も
投
票
場
に
っ
れ
だ
す
た
め
に
駐
車
場
を
提
供
し
た
り
、
小
さ
い
子
ど
も
の
た
め
に
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
雇
っ
た
り
、
人
々
が
必
要
と
す

る
サ
ー
ビ
ス
は
ど
ん
な
こ
と
で
も
行
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぼ
か
り
か
、
各
政
党
は
、
選
挙
名
簿
に
誰
れ
が
記
載
し
投
票
し
た
か
を
確
認
す

る
た
め
に
、
各
投
票
場
付
近
に
投
票
を
監
視
す
る
人
を
配
置
し
て
、
し
か
も
そ
の
状
況
を
選
挙
本
部
に
報
告
し
て
い
る
。
選
挙
運
動
員
は

こ
の
報
告
を
受
け
て
、
ま
だ
投
票
を
し
て
い
な
い
支
持
者
が
い
れ
ば
、
支
持
者
に
電
話
を
す
る
な
ど
し
て
投
票
場
に
向
わ
せ
る
努
力
を
す

る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
各
党
は
選
挙
対
策
本
部
を
組
織
し
、
全
国
的
視
野
に
た
っ
た
応
援
活
動
を
行
う
。
政
権
獲
得
が
各
政
党
の
第
一
の
目
標
で
あ
る

限
り
活
発
で
あ
る
。
各
党
の
中
央
対
策
本
部
で
は
、
党
首
の
遊
説
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
計
画
し
、
党
首
お
よ
び
候
補
者
を
宣
伝
す
る
た
め
の

大
量
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
印
刷
物
を
作
成
し
各
地
方
に
送
付
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
資
金
的
な
援
助
も
行
う
。
ま
た
、
マ
ス
コ
ミ
対
策
や
世

論
調
査
の
動
向
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
行
動
す
る
な
ど
多
彩
で
あ
る
。

⇔
　
選
挙
の
公
営

　
カ
ナ
ダ
で
の
選
挙
運
動
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
場
合
と
違
っ
て
厳
し
い
規
制
は
み
ら
れ
ず
、
ほ
と
ん
ど
自
由
で
あ

る
が
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
放
送
に
つ
い
て
は
政
見
放
送
の
公
正
さ
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
公
営
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
公
営
化
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（
μ
）

に
つ
い
て
は
選
挙
法
（
口
o
o
寓
o
ロ
＞
o
［
）
第
九
九
条
の
一
第
一
項
か
ら
四
項
に
わ
た
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
見
放
送
は

下
院
議
員
の
選
挙
に
際
し
て
実
施
さ
れ
、
放
送
が
で
き
る
の
は
選
挙
の
た
め
の
政
党
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
た
政
党
に
限
ら
れ
て
い
る
。
政

党
の
登
録
は
選
挙
管
理
責
任
者
（
↓
冨
O
露
o
⌒
口
o
°
8
叶
巴
○
は
一
8
「
）
に
、
政
党
名
、
所
在
地
、
党
首
の
氏
名
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い

て
記
載
し
届
け
出
る
。
政
党
登
録
簿
へ
の
登
録
を
認
め
る
要
件
は
厳
し
く
、
議
会
解
散
時
に
下
院
で
一
二
議
席
以
上
持
つ
政
党
お
よ
び
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

○
人
以
上
の
候
補
者
を
立
て
た
政
党
に
限
ら
れ
て
い
る
（
第
二
二
条
八
項
、
第
九
項
）
。
放
送
期
間
は
、
投
票
日
の
二
九
日
前
か
ら
二
日

前
ま
で
の
四
週
間
と
さ
れ
、
総
放
送
時
間
は
、
各
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ま
た
は
独
立
局
ご
と
に
六
時
間
半
と
な
っ
て
い
る
（
第
九
九
条
の
一
第

一
項
）
。
放
送
時
間
帯
は
、
テ
レ
ビ
の
場
合
は
午
後
六
時
か
ら
午
前
○
時
ま
で
、
ラ
ジ
オ
は
午
前
六
時
か
ら
午
前
九
時
、
正
午
か
ら
午
後

二
時
お
よ
び
午
後
四
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
の
間
に
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
放
送
の
形
式
は
ス
ポ
ッ
ト
ま
た
は
番
組
で
な
さ

れ
、
そ
の
製
作
は
政
党
自
ら
作
成
す
る
も
の
で
も
、
外
部
に
依
頼
し
て
作
成
す
る
も
の
の
い
ず
れ
で
も
よ
い
（
第
九
九
条
の
一
第
一
項
）
。

し
か
し
、
各
政
党
は
、
こ
の
時
間
帯
を
自
由
に
利
用
し
う
る
わ
け
で
は
な
く
、
登
録
し
た
政
党
間
の
協
議
に
よ
っ
て
時
間
の
配
分
も
含
め

て
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
協
議
で
合
意
が
得
ら
れ
る
場
合
は
よ
い
が
、
協
議
開
始
か
ら
四
週
間
以
内
に
合
意

が
得
ら
れ
な
い
場
合
は
、
カ
ナ
ダ
ラ
ジ
オ
テ
レ
ビ
電
信
通
信
協
議
会
（
C
R
T
C
）
が
、
登
録
政
党
に
二
週
間
以
内
に
時
間
配
分
案
を
示

し
、
そ
の
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
異
議
が
な
い
と
き
は
、
そ
れ
で
決
定
す
る
。
も
し
異
議
が
あ
れ
ば
、
C
R
T
C
が
、
各
登
録
政
党
の
代

表
と
協
議
の
上
で
各
登
録
政
党
の
時
間
配
分
を
決
定
す
る
（
第
九
九
条
五
、
六
、
七
項
）
。

　
ま
た
、
カ
ナ
ダ
で
は
選
挙
の
公
営
化
と
い
っ
て
も
、
放
送
を
活
用
し
た
と
き
は
ま
ず
正
規
の
料
金
を
支
払
い
、
後
に
な
っ
て
半
額
が
国

庫
か
ら
返
還
さ
れ
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
登
録
政
党
は
投
票
日
か
ら
六
か
月
以
内
に
行
っ
た
放
送
の
時
間
数
お
よ
び
料

金
の
支
払
い
済
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
な
ら
び
に
当
該
放
送
時
間
の
通
常
の
正
規
料
金
、
C
R
T
C
が
証
明
し
た
書
類
を
選
挙
管

理
責
任
者
に
提
示
す
る
。
選
挙
管
理
責
任
者
は
、
こ
の
C
R
T
C
が
証
明
し
た
金
額
の
五
〇
％
に
あ
た
る
額
を
総
括
出
納
官
に
示
し
総
括



　
　
出
納
官
に
よ
り
総
合
歳
入
国
庫
資
金
か
ら
登
録
政
党
に
支
払
わ
れ
る
（
第
九
九
条
の
二
）
。
な
お
、
カ
ナ
ダ
の
政
権
放
送
に
重
要
な
役
割

68
2
　
を
は
た
し
て
い
る
の
は
C
R
T
C
で
あ
る
が
、
こ
の
C
R
T
C
は
、
一
九
七
五
年
六
月
一
九
日
の
カ
ナ
ダ
ラ
ジ
オ
テ
レ
ビ
電
信
通
信
協
議

　
　
会
法
（
6
0
ロ
o
合
飴
ロ
ヵ
註
8
－
9
冨
＜
一
ω
合
ロ
ω
飴
ロ
ェ
司
巴
0
8
旨
日
己
巳
o
o
江
o
ロ
ω
O
o
日
目
霧
ざ
冨
＞
9
）
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

　
　
る
。

叢一論律一法

四
、
選
挙
（
投
票
）
手
続

　
カ
ナ
ダ
憲
法
に
よ
れ
ぽ
、
前
述
し
た
よ
う
に
下
院
議
員
の
任
期
は
五
年
で
あ
る
。
そ
の
間
、
下
院
の
解
散
権
を
首
相
が
有
し
て
い
る
の

で
、
そ
の
解
散
権
の
行
使
に
よ
り
任
期
満
了
前
に
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
近
年
、
多
く
は
下
院
の
解
散
に
よ
っ
て
選
挙
が
行
わ

れ
て
い
る
。

　
首
相
に
よ
っ
て
選
挙
日
が
決
め
ら
れ
る
と
（
選
挙
運
動
期
間
は
最
大
六
〇
日
、
最
小
五
〇
日
で
あ
る
）
、
総
督
（
Ω
o
＜
①
毒
o
〒
O
o
昌
o
「
巴
）

は
、
下
院
を
解
散
し
選
挙
管
理
責
任
者
（
↓
ゲ
o
O
宮
o
｛
巴
o
o
8
『
巴
○
｛
臣
8
「
）
に
対
し
て
選
挙
の
実
施
日
を
指
定
す
る
。
議
員
が
欠
員

に
な
っ
て
い
る
選
挙
区
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て
も
総
督
が
同
じ
よ
う
に
選
挙
管
理
責
任
者
に
そ
の
選
挙
の
実
施
を
指
示
す
る
。
な
お
、
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

挙
管
理
責
任
者
は
下
院
の
決
議
に
よ
っ
て
総
督
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
そ
の
地
位
は
次
官
（
O
①
宅
ξ
ζ
一
巳
・
・
9
吟
）
並
み
と
さ
れ
て
い
る
。

責
任
者
の
停
年
は
六
五
歳
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
選
挙
管
理
責
任
者
は
、
二
八
二
選
挙
区
に
い
る
地
方
選
挙
管
理
委
員
（
司
ゲ
①
ヵ
①
⇔
ξ
巳
ロ
σ
q
O
庄
8
「
）
に
立
候
補
の
届
出

日
な
ら
び
に
選
挙
日
を
公
示
さ
せ
、
選
挙
区
内
の
二
大
政
党
か
ら
一
人
つ
つ
有
権
者
の
名
簿
作
成
者
（
］
円
口
自
日
①
叶
O
⇔
｛
O
O
）
を
選
出
さ
せ
る
。

そ
の
二
人
の
名
簿
作
成
者
が
、
各
選
挙
区
内
を
戸
別
訪
問
し
な
が
ら
有
権
者
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
。
こ
の
名
簿
の
作
成
は
、
選
挙
日
の
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（
4
7
）

四
九
日
前
に
開
始
さ
れ
、
五
日
間
で
完
成
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
作
成
さ
れ
た
名
簿
は
、
人
目
の
つ
く
と
こ
ろ
に
貼
付
さ
れ
、
登
録
漏

れ
の
者
が
い
る
場
合
は
登
録
を
求
め
、
少
く
と
も
二
六
日
前
に
名
簿
を
完
成
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
投
票

資
格
が
あ
り
な
が
ら
登
録
を
し
て
い
な
い
者
が
多
い
。
こ
の
方
法
は
ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
以
外
の
各
州
で
行
っ
て
い
る
が
、

ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
．
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
の
み
は
戸
別
訪
問
に
よ
る
登
録
加
入
は
行
わ
ず
、
有
権
者
が
定
め
ら
れ
た
登
録
所
へ
出
向
い
て
登
録
す

る
こ
と
に
よ
り
名
簿
が
作
成
さ
れ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
る
登
録
が
、
一
旦
行
わ
れ
る
と
そ
の
名
簿
は
永
久
投
票
者
リ
ス
ト
と
し
て
用
い
ら

　
（
4
8
）

れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
地
方
選
挙
管
理
委
員
は
投
票
日
の
二
一
日
前
に
立
候
補
を
受
け
つ
け
る
。
そ
こ
で
、
選
挙
管
理
委
員
は
、
登
録
し
た
有
権

者
数
に
必
要
な
投
票
用
紙
を
作
成
し
、
そ
の
用
紙
に
立
候
補
者
名
と
政
党
を
記
入
す
る
。
投
票
日
は
、
大
体
月
曜
日
が
充
て
ら
れ
て
い

る
。
投
票
日
は
投
票
時
間
が
過
ぎ
る
ま
で
酒
店
は
開
い
て
は
な
ら
な
い
。
投
票
所
は
学
校
あ
る
い
は
教
会
に
設
け
る
こ
と
が
多
い
。
投
票

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

所
で
は
、
名
簿
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
投
票
用
紙
を
渡
す
。
投
票
は
秘
密
投
票
で
あ
る
。
投
票
の
受
け
つ
け
時
間
は
午
前
八
時
か
ら
午
後
七
時

ま
で
で
あ
る
。
投
票
時
間
が
終
了
す
る
と
開
票
に
は
い
る
が
、
カ
ナ
ダ
で
は
時
間
帯
が
六
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
だ
投
票
を
終

了
し
な
い
州
の
投
票
が
終
る
ま
で
・
す
で
に
終
了
し
た
州
で
の
投
票
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
砲
ま
た
・
投
票
を
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
対
し
て
「
代
理
投
票
」
や
「
不
在
者
投
票
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
「
不
在
者
投
票
」
は
投
票
の
日
の
六
日
前

か
ら
九
日
前
に
行
わ
れ
、
ま
た
海
外
に
い
る
公
務
員
に
対
し
て
も
郵
便
投
票
が
認
め
ら
れ
て
い
菊
ま
た
・
開
票
に
つ
い
て
は
地
区
選
挙

管
理
委
員
補
佐
（
弓
庁
o
］
）
。
O
已
蔓
勾
0
9
「
巳
ロ
西
○
⌒
臣
。
2
）
の
責
任
の
も
と
で
政
党
代
表
の
立
会
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
開
票
が
終
る
と
そ

の
結
委
地
区
選
挙
管
理
委
是
報
告
し
、
そ
の
も
と
で
開
票
の
結
黍
公
け
に
さ
れ
稽
地
区
選
挙
管
理
委
員
は
・
そ
の
同
大
体
七

日
位
、
公
式
の
票
が
発
表
さ
れ
る
ま
で
投
票
箱
を
保
持
し
、
一
切
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
も
し
、
開
票
の
過
程
で
不
正
行

為
が
あ
る
と
思
え
ぽ
、
選
挙
管
理
委
員
ま
た
は
候
補
者
お
よ
び
代
理
人
の
立
会
の
も
と
で
裁
判
官
に
よ
・
て
蓼
ら
蕊
↑
裁
判
官
が
参



加
し
て
行
う
開
票
の
や
り
直
し
は
カ
ナ
ダ
選
挙
手
続
の
一
つ
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。
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お
わ
り
に
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い
ま
ま
で
カ
ナ
ダ
選
挙
法
制
の
現
状
と
問
題
点
お
よ
び
改
革
論
議
を
中
心
に
の
べ
て
き
た
が
、
お
わ
り
に
あ
た
っ
て
わ
が
国
の
選
挙
法

制
と
比
較
し
、
そ
の
特
徴
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
わ
が
国
と
カ
ナ
ダ
の
選
挙
法
制
の
淵
源
を
た
ど
れ
ば
い
ず
れ
も
イ

ギ
リ
ス
の
制
度
を
モ
デ
ル
に
し
て
出
発
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
の
場
合
は
明
治
憲
法
の
も
と
に
あ
っ
て
、
選
挙
区
制
や
運
動
な

ど
を
定
め
た
選
挙
法
制
は
わ
が
国
独
特
の
制
度
と
し
て
展
開
さ
れ
、
現
行
の
日
本
国
憲
法
に
も
継
承
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
カ
ナ
ダ
の

場
合
は
連
邦
制
を
採
用
し
て
い
る
点
で
イ
ギ
リ
ス
と
は
異
る
が
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ズ
の
一
員
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
選
挙
法
制
の
基
本
を
継

受
し
て
、
そ
の
も
と
で
カ
ナ
ダ
な
り
の
特
質
を
作
り
あ
げ
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
の
法
制
の
多
く
は
近
年
隣
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
法
の
影
響
を

強
く
受
け
て
い
る
が
（
一
九
八
二
年
憲
法
改
正
に
よ
る
裁
判
所
の
違
憲
審
査
な
ど
）
、
こ
の
選
挙
法
制
の
分
野
は
、
あ
ま
り
影
響
を
受
け

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　
以
下
、
本
文
で
の
べ
て
き
た
も
の
と
重
複
す
る
点
も
あ
る
が
、
具
体
的
な
特
徴
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、
選
挙
権
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
カ
ナ
ダ
連
邦
の
下
院
議
員
の
選
挙
権
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
諸
国
同
様
、
一
八
歳
選
挙

権
と
な
ぞ
い
る
（
一
九
七
〇
年
以
醜
・
わ
け
て
も
特
徴
的
な
の
は
・
肇
の
政
治
的
中
立
性
と
い
う
観
点
か
ら
連
邦
裁
判
官
や
蒙

管
理
責
任
者
の
被
選
挙
権
は
も
と
よ
り
、
選
挙
権
ま
で
を
制
限
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
選
挙
区
制
に
つ
い
て
は
、
全
国
を
二
八
二
の
選
挙
区
に
わ
け
た
小
選
挙
区
制
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
ず
、
各
州
の
人
口
に
応

じ
て
議
席
数
が
配
分
さ
れ
、
そ
の
配
分
さ
れ
た
議
席
数
を
州
内
で
区
割
を
す
る
。
そ
の
区
割
の
配
分
機
関
が
州
内
に
あ
る
選
挙
区
割
委
員
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会
で
あ
る
。
そ
の
区
割
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
州
の
最
高
首
席
裁
判
官
が
指
名
す
る
裁
判
官
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
制

度
は
イ
ギ
リ
ス
の
区
割
委
員
会
と
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
区
割
委
員
会
が
第
三
者
機
関
と
し
て
、
そ
の
役
割
を
は
た
し
て
い

る
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
な
お
、
選
挙
区
間
の
較
差
が
生
じ
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
一
九
八
二
年
の
カ
ナ
ダ
憲
法
の
改
正
に
よ
り
裁

判
所
が
ア
メ
リ
カ
的
な
違
憲
審
査
機
能
を
有
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
区
割
委
員
会
と
並
ん
で
、
今
後
、
司
法
的
側
面
か
ら
の
較
差
是
正
が

な
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
第
三
に
、
カ
ナ
ダ
で
採
用
さ
れ
て
い
る
小
選
挙
区
制
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
の
べ
て
き
た
よ
う
に
多
く
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
改
革
構
想

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
案
も
大
方
の
支
持
を
得
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
多
く
の
提
言
は
比
例
代
表
制
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
比
例
代
表
制
案
に
対
し
て
は
不
安
定
な
政
権
の
登
場
を
恐
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
選
挙
区
制
か
否
か
と
い

う
よ
り
も
、
小
選
挙
区
制
を
中
心
に
一
部
比
例
代
表
制
を
加
味
す
る
と
い
っ
た
案
が
有
力
視
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
案
は
議

員
定
数
を
増
員
し
た
改
革
案
を
考
え
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
現
状
の
定
数
内
で
考
え
て
い
る
も
の
、
さ
ら
に
は
小
選
挙
区
制
と
比
例
代

表
制
の
配
分
比
率
を
中
心
に
し
て
考
え
て
い
る
も
の
な
ど
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
い
ず
れ
政
治
日
程
に
の
せ
ら
れ
論
議
を
み
る
こ
と
に
な
ろ

う
。　

第
四
に
、
カ
ナ
ダ
で
は
一
九
七
四
年
に
選
挙
支
出
法
（
国
8
。
江
o
ロ
国
×
℃
o
目
ω
o
ω
＞
9
）
を
制
定
し
て
、
政
治
献
金
の
届
出
、
税
の
控

除
、
選
挙
活
動
費
用
の
制
限
な
ど
を
規
制
し
て
い
る
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
わ
け
て
も
こ
の
法
制
度
の
中
で
特

徴
的
な
の
は
総
得
票
数
の
一
五
％
を
獲
得
し
た
候
補
者
に
は
費
用
の
一
部
を
償
還
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
方
法
は
一
見
安
あ
が
り
の
選
挙
を
め
ざ
し
た
措
置
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
償
還
金
は
、
支
出
し
た
費
用
の
六
分
の
一
で

あ
り
、
し
か
も
、
実
際
は
候
補
者
に
よ
る
届
出
主
義
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
人
に
よ
る
費
用
届
出
の
操
作
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
思
う
と
き
十
分
に
機
能
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
だ
が
、
こ
の
方
法
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
一
つ
の
方
法
と
し
て
わ
が
国
に
お
い
て
も
一
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考
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
第
五
に
、
選
挙
運
動
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
の
よ
う
な
厳
格
な
制
限
は
み
ら
れ
な
い
。
と
く
に
、
カ
ナ
ダ
で
は
戸
別
訪
問
や
文
書
頒
布

な
ど
の
活
動
は
選
挙
運
動
の
基
本
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
選
挙
運
動
は
投
票
日
に
お
い
て
も
自
由
で
あ
る
。
と
く
に
、
投
票
日
に
は
支

持
者
と
思
わ
れ
る
有
権
者
に
投
票
所
に
出
か
け
や
す
く
す
る
た
め
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
を
用
意
し
た
り
、
駐
車
場
を
準
備
す
る
な
ど
活
発
な
投

票
勧
誘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
最
後
に
、
選
挙
手
続
で
あ
る
が
、
カ
ナ
ダ
で
は
わ
が
国
の
よ
う
に
職
権
に
よ
る
永
久
選
挙
人
名
簿
の
採
用
で
は
な
く
、
選
挙
ご
と
に
各

選
挙
区
内
の
二
大
政
党
か
ら
一
人
ず
っ
有
権
者
名
簿
作
成
者
が
選
ぼ
れ
、
そ
の
名
簿
作
成
者
が
戸
別
訪
問
を
行
い
な
が
ら
有
権
者
に
選
挙

権
を
行
使
す
る
た
め
の
選
挙
登
録
を
依
頼
し
、
名
簿
を
作
成
し
て
い
る
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ

ア
の
み
が
戸
別
訪
問
に
よ
る
方
法
を
と
ら
ず
投
票
の
意
思
の
あ
る
も
の
に
一
定
の
場
所
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
せ
る
方
法
が
採

ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
は
他
の
州
に
比
べ
て
低
い
投
票
率
と
な
っ
て
い
る
。
お
も
う
に
、
選
挙

権
が
権
利
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
投
票
の
意
思
の
あ
る
も
の
に
よ
る
登
録
は
、
選
挙
の
も
つ
意
味
を
真
剣
に
考
え
、
主
権
者
と
し
て
の

自
覚
が
あ
ら
わ
れ
、
民
主
政
治
の
実
現
に
と
っ
て
望
ま
し
い
よ
う
に
さ
え
、
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
投
票

率
の
確
保
を
競
う
よ
り
も
厳
し
い
主
権
者
へ
の
自
覚
と
い
う
観
点
か
ら
一
考
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
カ
ナ
ダ
で
は
わ
が
国
で
み
ら
れ
な
い
選
挙
法
制
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
が
参
考
に
す
べ
き
点
が
多
々
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

（
1
）
ヒ
ゥ
画
き
a
哀
。
司
宮
自
S
9
5
a
①
知
艮
0
8
ω
痒
昆
8
、
一
・
⊃
這
山
O
。
。
N
（
お
。
。
N
）
、
o
力
冨
己
。
町
琴
b
。
8
ズ
俸
＃
§
b
d
。
「
巳
Φ
5
0
①
屋
合
四
a

　
穿
o
Z
o
司
O
o
昌
ω
⇔
客
已
江
o
見
く
o
一
゜
H
陣
ト
。
（
声
q
つ
o
o
ω
）
、
O
①
＜
庄
忌
＝
昌
P
弓
匡
Φ
2
Φ
笥
○
①
ロ
p
合
①
昌
O
o
昌
ω
葺
已
江
o
P
（
お
Q
。
N
）
°
そ
の
ほ
か
邦
文
の
も

　
　
の
と
し
て
は
、
斉
藤
憲
司
「
一
九
八
二
年
カ
ナ
ダ
憲
法
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
三
八
一
号
（
一
九
八
二
年
一
〇
月
号
）
七
四
頁
以
下
。
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（
2
）
勺
賃
O
＝
。
鱒
［
｛
8
ω
む
力
。
昆
。
見
0
8
胃
日
。
9
。
〔
費
9
昌
巴
〉
〔
宣
亘
0
8
Φ
邑
巴
8
［
戸
8
芦
9
目
O
p
（
一
㊤
忠
）
も
゜
ぷ
ρ
国
φ
却
き
訂
“

　
　
㊦
2
＝
ρ
日
o
巳
餌
昌
江
o
力
8
已
ユ
吟
ぺ
呂
曽
9
「
頚
（
一
⑩
∨
Φ
）
“
O
°
ω
o
◎
右

（
3
）
　
O
°
何
゜
ω
゜
旬
冨
ロ
冨
、
H
亘
己
こ
O
°
巳
゜

（
4
）
ρ
国
。
力
』
目
昆
夕
⌒
昆
゜
も
゜
ω
N
°

（
5
）
　
し
か
し
、
こ
れ
で
も
多
く
の
問
題
を
か
か
え
て
い
る
。
C
・
フ
ラ
ン
ク
ス
（
寄
き
汀
）
に
よ
れ
ば
、
①
常
任
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
数
が
多
す
ぎ
、

　
　
移
動
も
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
を
一
四
人
か
一
六
人
に
減
少
す
る
と
、
メ
ソ
バ
ー
は
安
定
し
各
人
の
負
担
も
軽
く
な
る
。

　
　
　

　
　
伍
委
員
会
に
は
、
政
府
与
党
側
が
過
半
数
を
占
め
、
議
長
も
政
府
側
か
ら
選
ば
れ
る
の
で
、
け
っ
き
ょ
く
政
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
自
由
な
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
態
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
…
m
委
員
会
に
は
調
査
権
が
あ
る
が
、
議
会
に
比
べ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
臣
達
は
本
会
議
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
る
質
問
の
時
よ
り
真
剣
さ
は
な
い
と
い
う
（
ρ
国
゜
o
D
°
鴫
冨
o
ズ
。
。
、
］
宮
α
゜
“
∀
℃
°
ω
㌣
O
吟
）
。

（
6
）
　
甘
汀
家
舞
Φ
叶
昌
O
ざ
庁
昌
o
力
昌
司
Φ
一
r
国
o
司
》
冨
≦
。
O
o
＜
。
∋
。
江
⇔
（
一
㊤
◎
。
O
）
、
戸
一
〇
°
本
書
の
初
版
本
（
一
九
七
一
年
度
版
）
は
馬
場
伸

　
　
也
、
井
上
真
蔵
、
野
村
健
、
砂
田
一
郎
諸
教
授
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
初
版
を
参
考
に
し
な
が
ら

　
　
も
、
主
と
し
て
改
訂
本
を
参
照
し
引
用
し
た
。
八
二
年
に
は
大
巾
な
改
訂
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
］
o
●
ロ
聖
o
犀
2
0
a
臼
o
巨
ω
国
ぺ
笥
竺
“

　
　
国
o
司
》
器
妻
⑦
O
o
＜
窪
ロ
o
亀
日
日
Φ
．
o
。
O
o
り
⇔
（
戸
㊤
o
。
N
）
勺
゜
±
°

（
7
）
巨
冨
a
」
°
＜
き
9
8
き
臼
哀
・
冨
巴
む
。
°
司
9
吟
冨
g
p
↓
冨
o
§
巴
ξ
㊥
。
匡
6
四
；
胃
。
戸
（
ω
。
ρ
戸
霞
）
三
゜
ω
『
Φ
゜

（
8
）
凌
。
書
且
S
°
＜
昌
9
8
③
己
呂
一
〇
冨
巴
む
o
°
司
巨
昆
白
鳴
8
二
ぴ
↑
巳
こ
o
°
鵠
◎
］
“
5
亘
舞
ロ
o
ぺ
。
『
w
勺
呂
9
巴
担
σ
q
宮
。
・
ー
弓
冨
い
品
巴

　
　
づ
『
①
日
O
網
O
叶
犀
O
S
国
宮
O
江
O
口
声
5
0
餌
づ
①
画
P
（
一
Φ
o
o
一
）
“
∀
」
ト
o
N

（
9
）
　
一
八
三
二
年
の
選
挙
権
獲
得
の
経
緯
に
つ
い
て
は
〉
一
。
×
①
註
o
「
勺
四
巳
“
弓
芦
o
庄
ω
⇔
o
目
o
h
カ
o
吟
自
β
（
一
。
。
。
。
O
▽
o
戸
一
c
。
Φ
1
一
其
゜
お
よ
び

　
　
O
＝
ぴ
6
答
》
°
O
①
巨
口
↓
『
O
O
苫
暮
國
O
S
O
「
日
国
＝
O
（
一
〇
。
ω
N
（
一
⑩
Φ
Φ
）
°

（
1
0
）
　
一
七
八
九
年
法
の
改
正
前
ま
で
は
投
票
権
は
、
ロ
ー
マ
ン
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
（
S
◆
㊥
p
貫
苦
ズ

　
　
ロ
O
ぺ
O
さ
］
ぴ
置
こ
O
°
ω
『
）
。

（
1
1
）
　
ぎ
庁
o
凌
o
ズ
零
餌
且
ぎ
ゴ
コ
ω
①
町
司
竺
二
宮
ム
ニ
（
お
。
。
O
）
O
」
O
°
な
お
、
カ
ナ
ダ
に
居
住
し
て
い
る
イ
ン
デ
ア
ン
に
つ
い
て
は
一
九
六
〇
年
ま

　
　
で
選
挙
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

（
1
2
）
　
そ
の
ほ
か
、
サ
ス
カ
ン
チ
ュ
ワ
ン
州
、
ア
ル
バ
ー
タ
州
で
は
一
九
一
六
年
に
、
ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
で
は
一
九
一
七
年
に
、
ノ
バ
ス

　
　
コ
シ
ア
州
で
は
一
九
一
八
年
に
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
で
は
一
九
一
八
年
に
、
一
番
遅
い
ケ
ベ
ッ
ク
州
で
は
一
九
四
〇
年
で
あ
る
（
】
°
㊦
①
吟
「
｛
O
ズ
］
］
o
ぺ
①
5
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S
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げ
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O
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ぺ
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O
一
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一
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全
こ
　
O
°
H
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つ
゜
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6
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）
　
　
図
｛
O
庁
国
『
阜
S
　
＜
四
白
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O
O
昌
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口
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〇
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口
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）
　
　
知
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叶
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］
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＜
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目
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O
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一
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〇
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庁
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江
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ぬ
［
O
昌
、
目
σ
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O
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ω
O
c
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°

（
8
1
）
　
臼
O
げ
昌
図
一
〇
犀
Φ
叶
但
昌
ユ
　
臼
O
げ
白
　
ω
P
司
ミ
O
一
一
∨
H
げ
一
△
こ
　
b
’
μ
◎
o
°

（
1
9
）
　
ケ
ベ
ッ
党
は
一
九
六
八
年
民
主
的
分
離
主
義
者
ル
ネ
・
レ
ベ
ツ
ク
（
目
含
窃
ρ
固
Φ
）
の
指
導
の
も
と
で
結
成
さ
れ
た
。
ケ
、
、
へ

　
　
　
開
に
つ
い
て
は
、
ぎ
●
ロ
白
D
①
司
忌
o
口
↓
●
Φ
呂
ω
o
o
木
昏
o
勺
胃
江
○
忌
●
ひ
o
o
冨
冶
O
や
山
Φ
べ
◎
（
声
箋
べ
▽
℃
』
戸
を
参
照
。

　
　
　
　
　
井
上
眞
蔵
「
カ
ナ
ダ
の
選
挙
」
（
「
世
界
の
議
会
」
カ
ナ
ダ
・
中
米
編
所
収
）
一
九
八
三
年
、
九
四
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
呂
｛
O
匡
①
㊦
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〇
力
゜
之
く
庁
一
吟
吟
声
昌
頓
⇔
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昌
w

　
　
　
　
　
こ
の
制
度
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
に
つ
い
て
は
吉
田
善
明

　
　
　
　
　
］
O
庁
口
　
戸
一
〇
犀
Φ
吟
　
①
昌
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臼
O
庁
昌
　
む
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①
町
司
O
一
一
〉
　
【
ぴ
一
ユ
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こ
の
点
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て
は
〉
己
合
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司
⊥
≦
o
↑
曽
①
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◎
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y
O
O
」
O
占
ぷ
吉
田
善
明
「
前
掲
書
」
一

（
1
3
）
　
　
S
O
げ
昌
　
力
｛
O
π
O
『
　
知
口
臼
』
O
●
昌
　
o
力
①
司
笥
①
一
一
∨
】
ぴ
一
〇
二

（
2
3
）
　
　
O
O
O
①
一
臼
o
o
日
自
O
ぺ
w
、
、
O
Φ
昌
叶
『
①
一
一
白
o
り
江
［
已
江
O
目
、
．

　
吟
口
庁
一
〇
口
w
　
O
O
°
O
O
ー
切
O
°

O
O
一
ば
口
　
間
一
〇
犀
Φ
叶

臼
O
げ
昌
　
問
一
〇
犀
O
吟
　
知
目
O
　
S
O
庁
口
　
切
国
ぺ
弍
O
一
一
り

臼
O
●
O
　
問
一
6
ズ
Φ
叶
　
①
白
C
　
］
O
廿
昌
　
む
り
①
町
司
O
一
一
゜

』
O
●
O
　
図
一
〇
吋
O
『
　
餌
昌
●
］
O
庁
0
　
0
力
但
ペ
ミ
Φ
一
一
、

綱
戸
一
一
一
①
日
　
勺
゜
一
叶
＜
一
口
O
＞
一
）
O
O
Φ
○
①
⇒
ユ
①

］
O
げ
P
　
問
一
〇
W
O
『
　
①
昌
創
臼
O
●
⇒
　
0
力
餌
ぺ
司
O
一
一
》

男
｛
n
］
］
①
『
匹
　
］
°
　
＜
①
】
］
　
ド
、
O
O
O
　
O
P
匹

］
げ
一
ム
ニ
　
b
書
ω
o
◎
戸
゜

ツ
ク
党
の
生
誕
と
展

①
o
C
］
o
庁
昌
ω
自
ぺ
司
Φ
＝
、
亭
庄
゜
“
戸
巴
お
よ
び
問
ざ
庁
四
江
O
°
＜
o
o
↑
o
o
p
㏄
ロ
ユ
H
≦
8
庁
餌
巴
む
り
゜
≦
●
＃
［
冒
o
q
g
P
臣
江
こ
戸
ω
㊤
O
°

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
ぴ
一
α
二
　
〇
°
N
戸
゜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
σ
｛
匹
こ
　
b
°
N
N
°

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ぴ
一
●
こ
　
U
．
N
や
゜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Z
O
6
匹
①
　
2
Φ
司
国
一
Φ
O
江
O
白
　
o
力
鴫
ω
吟
Φ
巳
P
㊥
　
（
戸
q
つ
『
O
）
　
O
°
O
N
°

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ぴ
一
臥
こ
　
∀
°
N
O
°

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
●
｛
全
◆
、
　
O
°
ω
㊤
O
°

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
選
挙
制
度
改
革
の
理
論
」
（
有
斐
閣
）
一
五
九
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
ふ
ω
゜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
①
吋
ω
け
O
声
「
一
「
o
o
、
　
＞
o
o
ば
O
『
け
　
出
｛
ω
吟
O
『
町
　
O
（
　
国
一
Φ
O
吟
O
吟
知
一
　
〇
リ
ペ
ψ
り
吟
6
日
ω
　
一
白
　
♂
＜
O
ω
け
O
叶
昌
　
国
已
『
O
O
O
“

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
P
呈
゜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
昌
　
切
仲
①
昌
一
〇
ぺ
、
　
旨
゜
一
］
O
O
×
　
①
昌
臼
　
】
＜
①
昌
　
　
】
］
O
「
白
｛
O
叶
、
O
△
°
∀
○
①
口
①
工
①
　
①
昌
臼
　
⌒
古
Φ
　
Z
⑦
網
　
O
O
白
ω
江
．



カナダの選挙法制の諸問題

州間における議席配分（W・イーヴイン氏の提案）

275

（1表）

小選挙区比例代表制

㊨警1継難51全（議名）席
現在議員
　（名）

州

ニュー・フランドランド 7 5 4 9

プリンスエドワード島 4 3 2 5

ノ　　バ　　ス　　コ　　チ　　ア 10 7 5 12

ニューブランズウイツク 11 7 7 14

ケ　　　　ベ　　　　ッ　　　　ク 75 50 44 94

オ　　　ン　　タ　　リ　　オ 95 63 56 119

マ　　　　ン　　　　ト　　　ノミ 14 9 9 18

サスカ　ンチュ　ワ　ン 14 9 9 18

ア　　ル　　バ　　　ー　　タ 21 14 12 26

ブリティシェ・コロンビア 28 19 16 35

ユ　コ　ン　N．W．T 3 2 2 4

総　　　　計 282 188 166 354

William　P．　Irvine，　Does　Canada　Need　A　New　Electoral　System？．（1979）．　p．54

から引用。

（
3
3
）
　
リ
ジ
ョ
ン
（
苫
゜
q
ざ
白
）
と
は
、
現
在
の
州
単
位
を
拡
大
し
、
カ
ナ
ダ
全

　
　
体
を
五
つ
の
地
域
に
わ
け
る
。
ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
（
切
「
庄
゜
。
庁

　
　
O
O
后
日
ぴ
訂
）
、
プ
レ
イ
リ
ー
ス
（
勺
『
但
一
『
｛
O
ω
）
、
オ
ソ
タ
リ
オ
（
○
ロ
［
四
ユ
O
）
、

　
　
ケ
ベ
ッ
ク
（
○
已
o
O
①
o
）
と
大
西
洋
地
域
（
〉
江
§
江
o
器
駐
o
ロ
）
で
あ
る

　
　
（
綱
旨
■
日
㊥
゜
H
「
＜
日
P
】
●
宣
．
、
噂
も
N
）
。

（
3
4
）
　
司
…
訂
日
勺
゜
岸
蕊
口
P
】
亘
宣
．
“
戸
O
ω
゜
　
こ
の
案
（
1
表
）
は
西
ド
イ

　
　
ツ
の
小
選
挙
区
制
と
比
例
代
表
制
と
の
併
合
を
評
価
し
、
そ
の
案
を
前
提

　
　
と
し
て
い
る
。
つ
ぎ
の
表
は
そ
の
議
席
配
分
の
州
間
に
お
け
る
割
合
を
示

　
　
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
W
・
イ
ー
ヴ
ィ
ン
教
授
の
提
案
は

　
　
小
選
挙
区
制
を
前
提
に
し
な
が
ら
州
を
単
位
の
比
例
代
表
制
を
加
味
し
て

　
　
死
票
の
出
る
の
を
抑
え
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
が
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
し

　
　
た
が
っ
て
、
こ
の
案
は
人
口
に
応
じ
た
議
席
配
分
で
あ
る
と
評
価
さ
れ

　
　
る
。
ま
た
、
W
・
イ
ー
ヴ
ィ
ン
教
授
は
自
ら
提
唱
し
た
案
に
一
九
七
四
年

　
　
選
挙
を
あ
て
は
め
て
n
表
の
よ
う
な
議
席
に
な
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い

　
　
る
。
こ
の
案
に
み
ら
れ
る
特
徴
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
第
一
は
、
州
単

　
　
位
の
比
例
代
表
制
に
よ
る
第
三
政
党
の
登
場
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
小
選

　
　
挙
区
制
で
は
一
人
の
議
員
も
出
せ
な
か
っ
た
政
党
が
比
例
代
表
制
に
よ
っ

　
　
て
議
席
を
獲
得
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
・
フ
ア
ン
ド
ラ
ン
ド

　
　
州
、
ニ
ュ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
ズ
ウ
イ
ッ
ク
州
、
ヶ
ベ
ッ
ク
州
、
ア
ル
バ
ー
タ

　
　
州
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
か
で
も
ケ
ベ
ッ
ク
州
で
、
新
民
主
党
は
小
選
挙
区

　
　
制
で
一
名
の
議
席
も
獲
得
で
き
な
い
の
に
比
例
代
表
制
で
は
七
名
の
議
席

　
　
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
で
は
、
自
由
党
の
本
拠
地

　
　
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
第
二
党
と
な
っ
て
い
る
進
歩
保
守
党
は
二
名
の

　
　
議
席
し
か
得
て
い
な
い
が
、
比
例
代
表
制
の
採
り
入
れ
に
よ
り
一
八
名
の
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（皿表）　　1974年選挙時の各州の政党得票数をもとにした小選挙区比例代

　　　　表制案（W・イーヴィン氏提案）のもとでの議席配分の結果

ーータ 選　挙　区 　　　進　歩新民社　会自由党　　　　　　　　　　　　INO　計　　　保守党主党信用党

ニュー・ファンドランド
小選挙区
B・比例代表
S　　　　体

至
4

；
4

｝ 量
9

プリンスエドワード島
区
表
体

硫竃小
州
全

1　　　2
1　　　1
2　　　3

3
2
戸
◎

区
表
体

蘇還小
州
全

小選挙区
州・比例代表
全　　　　体

7
4
▲

　
1

ケ べ ツ

　　小選挙区　41　2
ク　州・比例代表　　10　　18
　　全　　　　体　　51　20

　　　7
7　　　9
7　　16

0
4
▲
4

5
4
9　　　　　　　　　　　　小選挙区　39　18　6

オ　　ン　　タ　　リ　オ　州・比例代表　　15　24　　17

　　　　　　　　　　　　全　体544223

63
56

119

マ ト
区
表
体

蘇選
党

小
州
全

バ
2　　　6　　　1
3　　　3　　　3
5　　　9　　　4

9
9
8

　
　
1

小選挙区
州・比例代表
全　　　　体

Q
∨
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ー
ウ
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1
4
エ
5

¶
⊥
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9
6
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1
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n
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表
体

挙
昧竃小

州
全
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0
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議
席
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
ア
ル
バ
ー
タ
州
で
は
自
由
党
の
議
席
は
ケ
ベ
ッ
ク
州
と
は
逆
に
、
小
選
挙
区
制
で
一
名
も
確
保
で
き
な
い

　
　
が
、
比
例
代
表
制
で
は
七
名
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
W
・
イ
ー
ヴ
ィ
ン
教
授
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
口
に
応
じ
た
議
席
配

　
　
分
が
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
議
員
二
八
二
人
か
ら
三
五
四
人
の
増
員
に
つ
い
て
は
問
題
と
な
ろ
う
。

（
3
5
）
　
D
・
ス
ミ
リ
ィ
（
O
°
む
力
日
ま
町
）
教
授
自
ら
も
、
小
選
挙
区
制
と
比
例
代
表
制
と
の
併
用
を
主
張
し
、
そ
の
割
合
は
三
対
一
に
す
べ
き
で
あ
る
と

　
　
提
言
し
て
い
る
。
こ
の
提
言
は
第
三
政
党
な
ど
小
数
政
党
が
議
席
獲
得
に
有
利
で
あ
る
と
す
る
（
≦
｛
一
蜜
日
勺
゜
＃
＜
日
P
一
ひ
置
゜
、
P
Φ
一
）
。

（
3
6
）
　
連
邦
公
務
員
に
関
す
る
法
律
で
は
、
下
院
選
挙
に
お
け
る
選
挙
活
動
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
州
の
公
務
員
法
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う

　
　
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
州
の
公
務
員
法
（
た
と
え
ば
、
オ
ン
タ
リ
ォ
州
公
務
員
法
く
O
日
曽
ざ
o
力
2
＜
…
o
Φ
＞
9
＞
）
で
定
め
ら
れ
た
公

　
　
務
員
の
選
挙
活
動
の
制
限
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
違
憲
性
が
争
わ
れ
た
が
、
合
憲
の
判
断
が
示
さ
れ
た
　
（
S
勺
忠
ユ
o
π
ロ
o
ぺ
Φ
♪
H
げ
庄
゜
、
O
⑰
べ
◎
。
1

　
　
お
）
。

（
3
7
）
　
被
選
挙
権
を
行
使
す
る
に
際
し
制
限
を
受
け
て
い
る
の
は
、
州
の
議
員
、
裁
判
官
、
選
挙
違
反
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
、
公
務
員
（
た
だ
し
、
公

　
　
務
員
雇
用
法
く
↓
げ
o
勺
ロ
巨
声
6
Q
力
m
『
＜
言
Φ
国
日
旦
o
町
日
①
暮
＞
9
＞
の
適
用
を
受
け
な
い
者
、
た
と
え
ば
国
王
の
任
命
を
受
け
て
公
務
を
遂
行
す
る

　
　
老
を
除
く
）
、
職
業
軍
人
な
ど
で
あ
る
（
勺
ロ
窪
8
①
江
8
ω
ω
6
n
江
o
昌
“
O
Φ
冨
詳
日
⑦
巳
o
h
b
ウ
×
9
「
目
巴
〉
ま
巴
2
“
0
6
ロ
o
「
巴
巴
6
0
江
o
ロ
訂
〇
四
ロ
巴
印

　
　
（
一
Φ
忽
）
∨
ぷ
お
よ
び
問
｛
o
庁
曽
O
ト
く
知
昌
↑
o
o
ロ
①
昌
江
］
≦
｛
6
庁
①
9
0
力
゜
≦
庁
津
江
白
ぴ
q
8
P
】
ぴ
庄
二
〇
°
ω
『
∨
）
。

（
3
8
）
　
し
か
し
、
小
政
党
で
は
指
名
制
を
と
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
連
合
国
民
党
（
弓
汀
く
巳
o
口
宕
讐
｛
8
巴

　
　
㊥
曽
日
）
は
指
名
制
の
よ
う
な
慣
行
は
な
い
（
］
°
　
勺
知
⇔
吟
｛
O
犀
　
閂
W
O
町
O
『
w
　
］
亘
一
ユ
こ
　
（
一
㊤
o
o
声
）
O
°
ω
N
。

（
3
9
）
　
選
挙
支
出
法
の
正
式
の
名
称
は
、
〉
ロ
＞
9
9
①
日
6
a
日
o
O
き
註
①
田
0
6
匡
o
自
＞
o
戸
各
o
切
「
8
ユ
n
器
江
o
σ
q
＞
含
①
a
庄
o
ぎ
o
o
日
o

　
　
弓
①
×
＞
9
日
苫
ω
O
o
n
け
o
鴎
口
o
o
江
8
国
×
O
o
白
ω
o
ω
で
あ
る
。

（
4
0
）
　
勺
二
ぴ
匡
8
江
o
昌
ω
白
力
①
6
江
o
P
O
Φ
o
①
耳
日
o
白
吟
o
噛
国
尊
2
白
巴
》
S
拾
障
ω
、
嵜
庄
二
や
◎
お
よ
び
W
・
」
ホ
ワ
イ
ト
、
R
・
H
ワ
ー
ゲ
ン
バ
ー
ク
、

　
　
R
・
C
ネ
ル
ソ
ン
著
、
岩
倉
誠
一
「
現
代
カ
ナ
ダ
の
政
治
」
（
敬
文
堂
）
一
九
七
二
年
、
一
四
一
頁
。

（
4
1
）
　
］
o
げ
o
空
o
犀
窪
餌
ロ
ユ
S
o
げ
コ
ω
o
司
司
6
戸
亭
定
こ
∨
撃
゜

（
4
2
）
　
空
o
冨
江
S
＜
き
い
o
o
昌
き
画
ζ
ざ
冨
o
一
ω
゜
妻
庁
一
註
白
讐
8
臣
声
△
こ
O
』
ω
Φ
゜

（
4
3
）
　
空
o
冨
昆
S
＜
昌
冒
0
8
但
且
苦
冒
訂
巴
o
力
゜
≦
庁
一
［
江
昌
o
q
8
昌
臣
｛
ユ
こ
O
°
ω
゜
。
◎
。
輻

（
4
4
）
　
こ
の
法
に
つ
い
て
の
解
説
と
し
て
、
小
川
元
「
フ
ラ
ン
ス
及
び
カ
ナ
ダ
の
政
見
放
送
制
度
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
三
八
一
号
（
一
九
八
二
年
）
一
二

　
　
三
頁
以
下
。
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一

（
4
5
）
　
囚
o
●
①
『
ら
］
°
＜
凶
昌
［
o
o
ロ
①
昌
O
］
≦
ざ
ゴ
餌
江
む
り
゜
綱
巨
耳
日
Φ
q
g
P
］
匡
ら
こ
穎
ω
『
◎
◎
°

（
4
6
）
　
選
挙
管
理
責
任
者
に
は
他
の
機
関
な
い
し
い
か
な
る
人
か
ら
も
独
立
し
、
報
酬
は
法
律
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
は
政
府
に
対
し
て

　
　
で
な
く
下
院
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
解
職
は
下
院
お
よ
び
上
院
の
要
請
で
総
督
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
な
ど
、
強
い
身
分
保
障
が
あ
る
（
勺
已
亘
一
」
6
㌣

　
　
江
o
房
む
力
①
o
江
o
P
O
o
冨
詳
日
①
暮
o
木
国
×
帯
日
巴
》
h
合
片
゜
。
“
○
雪
隅
巴
口
8
寓
o
昌
日
○
①
白
且
P
（
這
o
◎
O
）
、
U
°
ω
“
呂
o
冨
a
」
°
＜
①
昌
↑
8
ロ

　
　
①
昌
△
］
≦
冒
庁
o
巴
Q
力
゜
妻
巨
詳
日
σ
q
8
P
5
庄
こ
U
°
ω
お
）
。

（
4
7
）
　
問
｛
o
げ
自
△
］
°
＜
①
ロ
↑
o
o
昌
①
白
ユ
］
≦
ざ
●
o
巴
o
力
゜
妻
げ
津
［
日
σ
q
g
P
嵜
宣
こ
O
°
ω
o
◎
Φ
゜

（
4
8
）
　
包
o
庁
曽
△
］
°
＜
①
白
↑
o
o
o
①
昌
巳
呂
ド
庁
6
巴
o
o
°
乞
げ
一
葺
日
巴
o
P
］
●
庄
こ
O
°
ω
ミ
゜

（
4
9
）
　
一
八
六
七
年
の
カ
ナ
ダ
建
国
当
時
は
、
公
開
投
票
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
投
票
に
対
す
る
威
嚇
が
行
わ
れ
た
り
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
一

　
　
八
七
四
年
の
時
か
ら
秘
密
投
票
方
法
に
か
わ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
秘
密
投
票
が
実
施
さ
れ
て
二
年
目
に
あ
た
る
。
秘
密
投
票
に
す
れ
ば
、
賄
路
を

　
　
受
け
と
っ
た
も
の
が
果
し
て
約
束
通
り
投
票
し
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
し
て
反
対
し
た
者
も
い
る
。
当
時
の
カ
ナ
ダ
の
選
挙
状

　
　
況
が
浮
彫
り
に
な
る
Q
°
担
⇔
犀
氏
ロ
昆
S
o
力
①
町
箋
竺
二
σ
峯
゜
o
二
ω
O
）
。

（
5
0
）
　
㊥
β
∀
匡
n
暮
｛
o
諺
o
o
8
江
o
P
O
Φ
O
①
詳
日
Φ
巳
o
木
国
×
9
吋
白
巴
》
曲
S
巴
2
“
臣
自
吾
U
°
ぷ
震
o
庁
曽
ユ
］
°
＜
①
昌
↑
8
ロ
四
づ
江
呂
｛
o
庁
①
巴
⑩
゜

　
　
≦
法
茸
日
σ
q
g
P
嵜
置
゜
”
O
°
ω
o
o
Φ
゜

（
5
1
）
　
勺
β
●
＝
8
江
o
自
o
o
8
江
o
P
O
o
O
自
吟
日
6
巳
o
（
国
蓉
2
昌
巴
》
h
（
巴
口
、
臣
答
こ
O
°
S

（
5
2
）
　
㊦
¢
げ
＝
o
①
江
o
⇒
切
o
o
8
江
o
P
O
o
O
①
詳
目
o
暮
o
峠
国
×
け
9
白
巴
》
⌒
當
｛
房
、
］
亘
置
こ
O
．
『
°

（
5
3
）
　
担
o
げ
①
吟
ユ
ト
＜
①
問
い
o
o
昌
①
昌
△
呂
ざ
ゴ
国
巴
ω
゜
司
7
一
吟
け
日
σ
q
9
円
臣
置
二
〇
°
Q
。
◎
。
べ
゜

（
5
4
）
　
吉
田
善
明
「
選
挙
制
度
改
革
の
理
論
」
（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）
二
九
頁
。


